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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、上記の全ての期間において、1株当たり中間(当

期)純損失が計上されているため記載しておりません。なお、第41期、第42期中および第43期中について

は、潜在株式が存在しますが、1株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．平成16年10月１日付けで、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

   ４.純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 

     （企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

     計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第41期中 第42期中 第43期中 第41期 第42期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 1,134,746 1,091,251 609,129 2,675,051 2,964,457

経常損失 (千円) 681,952 536,294 1,096,385 1,443,761 2,032,955

中間(当期)純損失 (千円) 2,987,857 468,013 918,373 3,789,678 2,213,872

純資産額 (千円) △50,079 570,475 2,824,743 94,164 754,316

総資産額 (千円) 1,313,173 1,991,428 3,692,798 1,407,568 3,203,462

１株当たり純資産額 (円) △0.32 20.24 27.79 4.22 17.37

１株当たり中間(当期)純
損失

(円) 19.85 20.35 13.77 223.54 79.32

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) △3.8 28.60 74.1 6.7 23.5

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △939,529 △ 559,458 △219,193 △1,566,465 △1,956,527

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △251,302 73,307 △1,040,053 △236,698 801,386

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 759,361 1,060,035 943,755 1,560,730 3,774,076

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 89,075 851,996 978,846 278,111 1,294,337

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
114
(4)

88
(6)

56
(3)

102
(4)

73
(3)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２．潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、上記の全ての期間において、１株当たり中間(当

期)純損失が計上されているため記載しておりません。なお、第41期、第42期および第43期中については、

潜在株式が存在しますが、１株当たり中間（当期）純損失が計上されているため記載しておりません。 

３．平成16年10月１日付けで、株式10株を１株にする株式併合を行っております。 

       ４. 純資産の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 

           （企業会計基準第５号）および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業 

      会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第41期中 第42期中 第43期中 第41期 第42期

会計期間

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

売上高 (千円) 1,134,746 1,089,866 316,645 2,511,700 2,326,055

経常損失 (千円) 667,313 475,546 1,005,273 1,436,425 1,790,328

中間(当期)純損失 (千円) 2,973,367 426,869 858,717 3,774,852 2,042,106

資本金 (千円) 2,998,306 3,946,010 2,170,011 3,474,010 4,911,821

発行済株式総数 (株) 158,570,423 28,191,726 101,644,661 22,316,726 43,430,606

純資産額 (千円) △36,542 625,492 2,984,910 108,380 939,955

総資産額 (千円) 1,281,300 1,742,364 3,130,559 1,317,210 2,675,589

１株当たり純資産額 (円) △0.23 22.19 29.37 4.86 21.64

１株当たり中間(当期) 
純損失

(円) 19.75 18.56 12.87 222.67 73.17

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり 
配当額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) △2.9 35.9 95.2 8.2 35.1

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(人)
111
(4)

75
(6)

11
(－)

99
(4)

57
(3)



２ 【事業の内容】 

事業の内容については、重要な変更はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

  当中間連結会計において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注)１ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの 

出向者を含む就業人員であります。 

    ２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員（１日8時間換算）でありま 

      す。 

    ３ 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

    ４ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

    ５ 従業員数が当中間連結会計期間において17名減少しましたのは、経営の合理化による退職者および業績低下 

      による大幅な新規採用の抑制等によるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年９月30日現在 

 
(注)１ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む従業人員であります。  

   ２ 従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員（1日８時間換算）であります。 

   ３ 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。 

   ４ 従業員数が当中間会計期間において46名減少しておりますが、主として平成18年８月１日付けで、 

     吸収分割したことに伴う連結子会社千年の杜住宅株式会社への移籍、自己都合退職によるものであります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

建設事業  30

不動産事業 3

投資事業 ―

その他事業 12 (3)

全社（共通） 11

合計 56 (3)

従業員数(名) 11



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

（1）業績  

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめ原材料価格の高騰がみられながらも、  

 企業収益の改善、民間設備投資の拡大および個人消費の増加等に支えられ、景気は穏やかな拡大傾  

 向を維持いたしました。  

  住宅業界におきましては、全国の新設住宅着工戸数は前年同期比3.8％増となりましたが、分譲住 

 宅、マンションが大幅に増加する一方、当社グループの主力である持ち家に関しましては、未だ本 

 格的な回復傾向には至っておらず、限られた需要の中で業界内の競争が激化するなど、依然として 

 激しい状況で推移しております。  

  このような環境のもと、当社グループは、首都圏に経営資源を集中するとともに、本年８月には 

 会社分割により、住宅事業を100％完全子会社である千年の杜住宅株式会社へ移管いたしました。こ 

 れにより株式会社千年の杜は、住宅・不動産関連事業、投資事業、介護事業、廃棄物処理事業とい 

 った複数の事業体を支配する純粋持株会社に移行し、業績の回復と安定を図ってまいりましたが、 

 資材販売事業、アフターサービス事業においては順調に推移いたしましたものの、住宅・不動産関 

 連事業におきまして、当初計画しておりました分譲地販売の不調、および大型開発物件の来期への 

 ずれ込みが影響し、当初の事業計画を下回る結果となりました。  

  以上の結果、中間連結売上高は609百万円（前年同期中間連結売上高1,091百万円）の実績となり 

 ました。中間連結経常損益につきましては、株価低迷によりますファイナンス・コストの上昇およ 

 び投資事業における貸倒引当金を計上しましたことから、中間連結経常損失は1,096百万円（前年同 

 期中間連結経常損失536百万円）の実績となりました。また、中間純損益につきましては、前期計上 

 しました拠点閉鎖損失が当初予測ほど発生しなかったことによる特別利益の発生により、中間連結 

 純損失918百万円（前年同期中間連結純損失468百万円）の実績となりました。 

  

事業の種別セグメント業績の状況 

 ①建設事業 

  建設業におきましては名古屋以西のアフターサービス・メンテナンス業務を除く営業拠点を本年 

  ３月に閉鎖いたしましたことにより、戸建住宅の売上高が減少しました。これにより固定費が削 

  減されたほか、リフォーム事業の売上高が当初予定よりも増加するという好材料もありました 

  が、売上高は445百万円、営業費用は667百万円、営業損失におきましては222百万円という結果と 

  なりました。 

 ②不動産事業 

  不動産事業におきましては、主として今期中に業績への寄与を計画しておりました大型開発物件 

  が、来期へずれ込むこととなりましたため、売上高は104百万円、営業費用は128百万円、営業損 

  失は24百万円という結果となりました。 

 ③投資事業 

  投資事業におきましては、売上高は38百万円と、ほぼ当初の予定を達成することが出来ました。 

  しかし、成長性の高い中堅・ベンチャー企業、プロジェクト等への投融資に際して貸倒引当金 

  を68百万円計上しましたことにより、営業費用が87百万円、営業損失は48百万円という結果 

  となりました。 



 ④その他事業 

  その他事業におきましては、介護事業において稼動時期が当初計画よりもずれ込んだことが影響 

  し、売上高は20百万円、営業費用は68百万円、営業損失47百万円という結果となりました。 

  （注）１ 上記「事業の種類別セグメントの業績の状況」におきましては、当社グループが前中 

      間連結会計期では単一事業であり、事業の種類別セグメント情報の開示を省略しており 

      ましたため、前期対比は記載しておりません。 

  （注）２ 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) キャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況  

  当中間連結会計会計期間における現金、および現金同等物（以下「資金」といいます）は、   

 前連結会計期間末に比べ315百万円減少し、978百万円となりました。  

  また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のと  

 おりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

   営業活動による資金の減少は219百万円となりました。（前年同期は559百万円の  

  減少）これは主に、税金等調整前中間純損失が937百万円による減少と、売上債権の減少額 

  516百万円および未成工事受入金の増加額262百万円等による資金の増加により相殺された 

  ものであります。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）  

   投資活動による資金の減少は1,040百万円となりました。（前年同期は73百万円の増加）  

  これは主に、貸付金による支出が1,835百万円および貸付金の回収による収入922百万円の 

  純減少であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）  

   財務活動による資金の増加は943百万円となりました。（前年同期は1,060百万円の増  

  加）これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入が1,516百万円ありまし  

  たことおよび短期借入金純増減額の支出が444百万円ありましたことによるものです。  

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標の推移は、以下のとおりであります。  

 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い  

 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。  

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しておりま  

  す。  

  

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率 △3.8％ 6.7％ 28.6％ 23.5％ 74.1％

時価ベースの自己資本比率 289.8％ 386.8％ 235.0％ 101.7％ 107.3％

債務償還年数 ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ― ―



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実績 

 
(2) 販売実績 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注実績は期中受注高を表示しております。 

３ 当社グループ(当社及び当社の関係会社)では生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」を記

載しておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

建設事業 210,119 16.2

不動産事業 104,781 ―

投資事業 38,767 ―

その他事業 533,421 ―

計 887,088 68.6

事業の種類別セグメントの名称

当連結会計年度
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

建設事業 445,159 40.8

不動産事業 104,781 ―

投資事業 38,767 ―

その他事業 20,421 ―

計 609,129 55.8



３ 【対処すべき課題】 

＜現状の認識及び対処すべき課題＞  

  当社グループの基幹事業であります建設事業の住宅・不動産市場は、景気の緩やかな回復とと 

 もに成長を感じられる反面、業界内での競争の激化などで非常に厳しい市場でもあります。  

  このため、建設事業に関する経営資源を首都圏に集中するとともに、統一された経営理念の    

 もと、当社グループの事業を多角化していくことにより経営の安定と成長を図ります。  

  このような状況を踏まえ、当社グループでは以下の項目を対処すべき課題として認識してお  

 ります。  

①建設事業  

  ・販売ターゲットの多角化  

   これまでの建設事業においては、従来、個々の関係会社の収益要素が相互に関連しながら  

   成立しておりました。しかし、今後はそれぞれの関係会社が独立したターゲットを持ち、  

   より独立性を高めていく計画であります。これまでの一般ユーザーだけでなく大手企業グ  

   ループとの共同プロジェクトによる販促活動の推進、法人顧客等への販路の拡大、既入居  

   者以外の顧客への営業活動の推進を行ってまいります。  

 ②投資事業  

  ・情報の収集・共有化とデュー・デリジェンスの強化  

   投資事業に関しましては、今後の市場の拡大の見込める将来性のある企業、成長性の高い  

   中堅ベンチャー企業への投融資を行なっておりますが、今後は、投資コストに見合う回収  

   もしくはそれぞれの分野での競争優位に立つ企業との提携や事業買収といったＭ＆Ａ戦略  

   を展開する上で、各案件に関する情報の共有化と厳密なデュー・デリジェンスの実施が不  

   可欠であります。このため、当社グループでは投融資に関するガイドラインを設定してお  

   り、毎週開催しております経営委員会において案件ごとの内容報告とデュー・デリジェン  

   スを実施しております。   

 ③介護事業  

  ・人材の確保とＦＣ展開の推進  

   新規事業の一つであります介護事業に関しましては、介護要員の人材を確保し、プログラ  

   ムに沿った教育・研修と顧客に提供するサービスの内容を浸透させるための戦略が重要な  

   課題であると考えます。このため、随時サービススタッフの補充・教育を継続しながら、  

   ＦＣ展開へのモデル店を積極的に活用し、ブランドの浸透を図りとＦＣ加盟店の募集を推  

   し進めてまいります。  

 ④廃棄物処理等の環境事業  

  ・受注予算に対する利益の確保と工程スケジュールの精査  

   廃棄物処理事業に関しましては、主としてゼネコン等が主要な受注先でありますため、受  

   注後の工程における時間的ロスを最小限にとどめること、また、受注予算に対して利益を  

   確保することが重要課題と考えております。   

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われていません。 

  

５ 【研究開発活動】 

特記事項はありません。 



  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において主要な設備に重要な異動はありません。 

  

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  前連結会計年度末において、計画中または実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。また、

当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
    

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 1. 中間会計期間末から提出日現在までの発行数の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

2. 「提出日現在発行数」には平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使 

  により発行された株式数は含まれておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 280,000,000

計 280,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成18年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 101,644,661 115,707,161
㈱大阪証券取引所
市場第二部

―

計 101,644,661 115,707,161 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

  平成13年改正旧商法第280条ノ20及び21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

①平成16年6月21日の定時株主総会決議 

 
   

中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個)    1,400 1,400  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 140,000 140,000

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり245円 １株当たり245円 

新株予約権の行使期間
自 平成18年7月1日
至 平成23年6月30日

自 平成18年7月1日 
至 平成23年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株
式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  245    
資本組入額  123

発行価格   245    
資本組入額  123

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において
も、当社および子会社の取締
役、監査役、執行役員または
従業員その他これに準ずる地
位にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、定
年退職その他これに準ずる正
当な理由のある場合はこの限
りではない。 
②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合は、相続人
がこれを行使できるものとす
る。 
③その他の条件については、
本株主総会決議に基づき、当
社と当社および子会社の対象
取締役、監査役および従業員
との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。

①新株予約権の割当を受けた
者は、権利行使時において
も、当社および子会社の取締
役、監査役、執行役員または
従業員その他これに準ずる地
位にあることを要する。ただ
し、任期満了による退任、定
年退職その他これに準ずる正
当な理由のある場合はこの限
りではない。 
②新株予約権の割当を受けた
者が死亡した場合は、相続人
がこれを行使できるものとす
る。 
③その他の条件については、
本株主総会決議に基づき、当
社と当社および子会社の対象
取締役、監査役および従業員
との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する
ときは取締役会の承認を 
要するものとする

新株予約権を譲渡する 
ときは取締役会の承認を 
要するものとする

代用払込みに関する事項 ― ―

 (注) 新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。



②平成18年4月22日の取締役会決議 

 

第５回新株予約権
中間会計期間末現在
(平成18年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成18年11月30日)

新株予約権の数(個) 170 125

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 46,444,000 39,062,500

新株予約権の行使時の払込金額(円) 36.6 32

新株予約権の行使期間
自 平成18年5月10日
至 平成20年5月10日

自 平成18年5月10日 
至 平成20年5月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格      36.6
資本組入額       19

発行価格           32  
資本組入額        16  

新株予約権の行使の条件 （注）７ （注）７

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

代用払込みに関する事項 ― ―

（注）１．商法第280条ノ20の規定に基づき、平成18年4月22日取締役会で、新株予約権を付与する方式により、DKR 
     Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に対して新株予約権を付与するこ   
     とを決議しております。  
   ２．新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により当社が当社普 
     通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行ま  
     たは移転を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、こ 
     れを下記４（2）の行使価額（ただし、下記4(3)及び(4)によって修正または調整された場合は修正後ま 
     たは調整後の行使価額で除して得られる最大単元株式数とする。各本新株予約権の目的である株式の数 
     （以下「割当株式数」という。）は、当該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した  
      数とする。  
   ３．新株予約権の発行価額は１個あたり10,000円であり、新株予約権の行使により株式を発行する場合の株 
     式の発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額に当該新株予約権の１株あたり発行価額を加算した価 
     額となる。  
   ４．本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額  
    （１）各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定義する。）に割当株式数 
       を乗じた額とする。  
    （２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社 
       普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する場合における株式1 
       株あたりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、当初 63円とする。  
    （３）本新株予約権の発行後、3ヶ月毎の最終取引日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、行使価 
       額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日は株式会社大阪証券取引所にお 
       ける当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出され 
       ない日を含まない。決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とす 
       る。以下「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引 
              の毎取引日のⅤＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2位まで算出し、その小数第 
              2位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、その時点で有効な行使価額を下回る場合には 
              決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）さ 
              れ、それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内に、第14項で定める行使価額の調整 
              事由が生じた場合は、修正後行使価額は、本新株予約権の発行要項に従い当社が適当と判断する値 
              に修正される。 ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が32円（以下「下限行使価額」とい 
              う。ただし、(4)による調整を受ける）を下回る場合には修正後行使価額は下限行使価額とする。  
    （４）当社は、本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る発行価額または処分価額をもって当社普通株 
              式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換 
              される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約 
              権付社債に付されたものを含む。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分割によ 
              り当社普通株式を発行する場合、および時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券 
              もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付 
              社債を発行するには、次に定める算式により行使価額を調整する。 

 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株あたりの払込金額

  調整後

＝

調整前

×

新規発行(処分)前の株価

  行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

    ５．本新株予約権の消却事由及び消却の条件  
    （１）当社は、本新株予約権の償却が必要と当社取締役会が決議した場合、商法第280条ノ36の規定に従って通知し、 
            かつ（本新株予約権証券が発行されている場合は）公告したうえで、本新株予約権者に対して償還日から30日以 
           上60日以内の事前通知を行った上で、その時点において残存する本新株予約権の全部を1個あたり10,000円の金 
           額で消却することができる。  
   （２）当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場 
           合、商法第280条ノ36の規定に従って通知し、かつ公告したうえで、当該株式交換または株式移転の効力発生日 
           以前に、その時点において残存する本新株予約権の全部を1個あたり10,000円の金額で消却する。  
  ６．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額とは、当該発行価額に0.5を 



        乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 
  ７．主な新株予約権の行使条件について  
     本新株予約権の一部行使はできない。 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 
(注)１ 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 
(注)２ 資本準備金の減少は、欠損填補によるものであります。 
(注)３ 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 
(注)４ 平成18年6月29日開催の定時株主総会において資本減少（無償減資）の決議を行い、そのうち3,967百万円を欠
     損填補に充当し、244百万円をその他資本剰余金に振り替えたのものであります。 
(注)５ 発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

(4) 【大株主の状況】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) 上記、大阪証券金融株式会社の所有株式は、証券取引法第156条の24第1項に規定する業務により所有する株式

であります。 

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年４月10日～ 
平成18年６日29日(注)1

34,950 78,380 1,005,901 5,917,723 985,286 2,421,175

平成18年６月29日(注)2 ― 78,380 ― 5,917,723 △1,435,889 985,286

平成18年６月30日～ 
平成18年７月27日(注)3

9,700 88,081 211,286 6,129,009 209,132 1,194,419

平成18年８月1日(注)4 ― 88,081 △4,211,821 1,917,187 ― 1,194,419

平成18年８月4日～ 
平成18年９月29日(注)5

13,563 101,644 252,823 2,170,011 237,639 1,432,058

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

サンフンカイインベストメント
サービシスクライアントアカウ
ント 常任代理人 日産センチ
ュリー証券㈱

東京都中央区日本橋人形町2丁目26－5 19,722 19.40

大阪証券金融㈱ 大阪府大阪市中央区北浜2丁目4－6 3,188 3.13

バンクオブニューヨークジーエ
ムクライアントアカウンツイー
アイエスジー 常任代理人 ㈱
三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内2丁目7－1
カストディ業務部

2,916 2.86

サンフンカイインベストメント
サービシーズリミテッド 常任
代理人 鈴木法律事務所 弁護
士 鈴木康司

東京都中央区銀座7丁目10－11
日本アニメーションビル8階

2,824 2.77

大和証券㈱ 東京都千代田区大手町2丁目6－4 2,365 2.32

小島 一元 大阪府八尾市 2,290 2.25

村上 實 千葉県船橋市 1,790 1.76

長井 博實 東京都新宿区 1,607 1.58

中村 達三 埼玉県さいたま市 1,538 1.51

松本 昌己 神奈川県川崎市 1,477 1.45

計 39,722 39.07



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社所有の自己株式であります。 

２ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式2,598,900株(議決権25,989個)を株式数

に含めて表示しておりますが、議決権の数には含まずに表示しております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式     3,200

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式  101,638,800 1,016,388 ―

単元未満株式 普通株式     2,661 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 101,644,661 ― ―

総株主の議決権 ― 1,016,388 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社千年の杜

東京都港区虎ノ門1丁目16
番16号虎ノ門一丁目MGビル
ディング

3,200 ― 3,200 0.0

計 ― 3,200 ― 3,200 0.0

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 79 78 58 54 55 47

最低(円) 56 48 46 37 41 36



３ 【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(1) 新任役員 

   該当事項はありません。 

(2) 退任役員 

 
  

(3) 役職の異動 

   該当事項はありません。 

  

  

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 ― 須田 保彦 平成18年9月26日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設

省令第14号)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14

号)に基づいて作成しております。 

  なお、前中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17

年９月30日まで）及び前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の中間連結財務諸

表及び中間財務諸表については、監査法人ナカチにより中間監査を受け、当中間連結会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表については、末広監査法人により中間監査を受けております。

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前中間連結会計期間及び前中間会計期間 監査法人ナカチ 

 当中間連結会計期間及び当中間会計期間 末広監査法人 

  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 ※1 851,996 998,849 1,414,337

    営業未収金等 ― 36,926 ―

   完成工事未収入金等 2,903 ― 553,530

   販売用不動産 ※1 171,505 230,360 220,640

   未成工事支出金 ※1 567,471 296,440 155,930

   その他のたな卸資産 25,294 77,715 72,904

   短期貸付金 ― 1,540,269 697,441

   その他 37,352 179,483 66,241

   貸倒引当金 △3,053 △189,623 △241,415

  流動資産合計 1,653,469 83.0 3,170,423 85.8 2,939,609 91.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   建物及び構築物 313,617 127,544 120,164

    減価償却累計額 148,759 164,857 61,620 65,923 48,001 72,162

   車輌運搬具 ― 764 986

    減価償却累計額 ― ― 385 379 376 610

   工具器具備品 135,309 15,052 11,321

    減価償却累計額 124,522 10,786 6,493 8,558 4,768 6,553

   その他 754 ― ―

   有形固定資産合計 176,399 8.9 74,861 2.0 79,326 2.5

 ２ 無形固定資産

   ソフトウェア 1,707 6,929 4,321

   その他 5,735 373 373

   無形固定資産合計 7,442 0.4 7,303 0.1 4,695 0.1

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 100,000 180,000 ―

   差入保証金 35,990 69,222 41,567

   出資金 ― 10,110 1,100

   その他 79,009 201,855 197,655

   貸倒引当金 △ 60,882 △20,976 △60,491

   投資その他の資産 
   合計

154,116 7.7 440,211 11.9 179,830 5.6

  固定資産合計 337,958 17.0 522,375 14.1 263,852 8.2

  資産合計 1,991,428 100.0 3,692,798 100.0 3,203,462 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形・ 
   工事未払金等

※1 319,280 185,385 215,637

   短期借入金 ※1 150,000 132,750 577,652

   未払金 ― 24,049 141,390

   未払法人税等 18,263 8,339 39,501

   未成工事受入金 584,479 410,619 147,623

   預り金 32,864 9,963 ―

   完成工事補償引当金 11,900 18,000 16,500

   その他 67,351 20,055 158,334

  流動負債合計 1,184,139 59.5 809,162 21.9 1,296,640 40.5

Ⅱ 固定負債

   社債 16,000 ― 51,000

   新株予約権付社債 ― ― 800,000

   退職給付引当金 22,140 3,804 19,286

   預り保証金 75,917 55,089 60,969

   新株予約権 16,000 ― 8,300

  固定負債合計 130,057 6.5 58,893 1.6 939,555 29.3

  負債合計 1,314,197 66.0 868,055 23.5 2,236,195 69.8

(少数株主持分)

  少数株主持分 106,755 5.4 ― ― 212,950 6.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 3,946,010 198.1 ― ― 4,911,821 153.3

Ⅱ 資本剰余金 472,000 23.7 ― ― 1,435,889 44.8

Ⅲ 利益剰余金 △3,842,893 △193.0 ― ― △5,588,752 △174.5

Ⅳ 自己株式 △ 4,642 △0.2 ― ― △4,642 △0.1

  資本合計 570,475 28.6 ― ― 754,316 23.5

  負債、少数株主持分 
  及び資本合計

1,991,428 100.0 ― ― 3,203,462 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 ― 2,170,011 58.8 ―

   資本剰余金 ― 1,676,655 45.4 ―

   利益剰余金 ― △1,104,012 △29.8 ―

   自己株式 ― △4,740 △0.1 ―

   株主資本合計 ― 2,737,914 74.1 ―

Ⅱ 新株予約権 ― 1,700 0.0 ―

Ⅲ 少数株主持分 ― 85,128 2.3 ―

   純資産合計 ― 2,824,743 76.5 ―

   負債純資産合計 ― 3,692,798 100.0 ―



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,091,251 100.0 609,129 100.0 2,964,457 100.0

Ⅱ 売上原価 974,175 89.3 527,380 86.6 2,629,692 88.7

  売上総利益 117,075 10.7 81,749 13.4 334,764 11.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 606,245 55.5 642,994 105.5 1,720,580 58.0

  営業損失 489,169 △44.8 561,245 △92.1 1,385,816 △46.7

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 185 3,720 6,952

   受取配当金 1 5 ―

   その他 6,603 6,790 0.6 17,646 21,372 3.5 10,816 17,769 0.6

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 1,075 4,614 8,653

   社債発行費償却 ― ― 150,000

   新株発行費償却 46,946 ― 466,357

   株式交付費償却 ― 525,714 ―

   その他 5,893 53,915 4.9 26,183 556,512 91.3 39,897 664,908 22.5

  経常損失 536,294 △49.1 1,096,385 △179.9 2,032,955 △68.6

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入 ― 54,337 ―

   子会社株式売却益 3,454 ― 3,454

   過年度損益修正益 ※２ 55,099 106,609 52,596

   新株予約権償却益 ― 58,553 5.3 6,500 167,447 27.5 ― 56,050 1.9

Ⅶ 特別損失

   過年度損益修正損 ※３ ― 8,292 ―

   拠点閉鎖損失 ※４ ― ― ― 8,292 1.3 235,955 235,955 8.0

  税金等調整前 
  中間(当期)純損失

477,740 △43.8
 

937,231 △153.9 2,212,860 △74.7

  法人税、住民税 
  及び事業税

15,567 1.4 1,775 0.3 30,106 1.0

  少数株主損失 25,293 △2.3 20,632 △3.3 29,094 △1.0

  中間(当期)純損失 468,013 △42.9 918,373 150.8 2,213,872 △74.7



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 2,367,370 2,367,370

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 新株発行等による増加 472,000 472,000 1,435,889 1,435,889

Ⅲ 資本剰余金減少高

 １ 欠損金填補のための取崩高 2,367,370 2,367,370 2,367,370 2,367,370

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高 472,000 1,435,889

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △5,742,250 △5,742,250

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 資本剰余金取崩しによる増加額 2,367,370 2,367,370 2,367,370 2,367,370

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 中間(当期)純損失 468,013 468,013 2,213,872 2,213,872

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 △3,842,893 △5,588,752



④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 4,911,821 1,435,889 △5,588,752 △4,642 754,316

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 1,470,011 1,432,058 2,902,069

 中間純損失 △918,373 △918,373

 自己株式の取得 △97 △97

 損失処理 △1,435,889 5,403,113 3,967,224

 減資 △4,211,821 244,597 △3,967,224

中間連結会計期間中の変動額 
合計(千円) △2,741,809 240,766 4,484,740 △97 1,983,599

平成18年９月30日残高(千円) 2,170,011 1,676,655 △1,104,012 △4,740 2,737,914

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 8,300 212,950 975,566

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 2,902,069

 中間純損失 △918,373

 自己株式の取得 △97

 損失処理 3,967,224

 減資 △3,967,224

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△6,600 △127,822 △134,422

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△6,600 △127,822 1,849,177

平成18年９月30日残高(千円) 1,700 85,128 2,824,743



⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純損失 △ 477,740 △ 937,231 △ 2,212,860

   減価償却費 37,869 16,800 72,564

   長期前払費用償却額 2,147 11,300 31,756

   のれん償却額 ― 22,810 ―

   貸倒引当金の増加額又は 
   減少額(△)

5,601 △ 54,337 243,572

   退職給付引当金の減少額 △ 9,181 △ 15,482 △ 12,035

   完成工事補償引当金の増加額 1,400 1,500 6,000

   投資有価証券売却益 △ 18 ― △ 18

   子会社株式売却益 △ 3,454 ― △ 3,454

   新株発行費償却 46,946 466,357

   株式交付費償却 ― 525,714 ―

   社債発行費償却 ― ― 150,000

   固定資産除却損 ― ― 71,966

   受取利息及び受取配当金 △ 186 △ 3,725 △ 6,954

   支払利息 1,075 4,614 8,653

   売上債権の増加額(△)又は減少額 40,197 516,603 △ 501,608

   たな卸資産の増加額(△)又は 
   減少額

△ 119,845 △ 165,192 140,474

   仕入債務の減少額 △ 163,307 △ 30,251 △ 266,950

   未成工事受入金の増加額又は 
   減少額(△)

113,646 262,995 △ 323,209

   販売用不動産評価損 ― ― 54,476

   商品評価損 ― 10,150 ―

   未払金及び未払費用の減少額 ― △ 220,352 ―

   その他 △ 4,802 △ 129,650 148,660

    小計 △ 529,653 △ 183,733 △ 1,932,611

   利息及び配当金の受取額 186 2,091 6,954

   利息の支払額 △ 1,075 △ 4,614 △ 8,653

   法人税等の支払額 △ 28,916 △ 32,937 △ 22,217

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 559,458 △ 219,193 △ 1,956,527



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 ― ― △ 120,000

   定期預金の払戻による収入 ― 100,000 ―

   有価証券及び投資有価証券の 
   売却による収入

5,040 ― ―

   投資有価証券の取得による支出 ― △ 180,000 ―

   貸付金の回収による収入 1,052 992,250 544,565

   有形固定資産の取得による支出 △ 986 △ 11,609 △ 4,795

   無形固定資産の取得による支出 ― △ 3,333 ―

   長期前払費用の取得による支出  ― △ 65,616 △ 136,796

   組合への出資による支出 ― △ 9,010 ―

   貸付による支出 ― △ 1,835,078 △ 1,248,992

   子会社株式の売却による収入 64,350 ― 64,350

   その他 3,850 △ 27,655 100,282

  投資活動によるキャッシュ・フロー 73,307 △ 1,040,053 △ 801,386

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金純増減額 117,000 △ 444,902 543,452

   自己株式取得による支出 △ 18 △ 97 △ 18

   子会社株式取得による支出 ― △ 130,000 ―

   株式の発行による収入 893,053 1,516,755 2,193,642

   社債の発行による収入 ― ― 35,000

   新株予約権付社債の発行による 
   収入

― ― 850,000

   新株予約権の発行による収入 20,000 2,000 22,000

   少数株主への株式の発行による 
   収入 30,000 ― 130,000 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,060,035 943,755 3,774,076 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 573,884 △315,491 1,016,161

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 278,111 1,294,337 278,111

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物 
  の増加額 ― ― 64

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
  (期末)残高 ※ 851,996 978,846 1,294,337



継続企業の前提に関する注記 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社グループは、当中間連結会計

期間において第三者割当増資及び新

株予約権の行使により、資本金は

3,946,010千円、資本剰余金472,000

千円となり、大幅な資本増強を図り

ました。しかしながら主力の注文住

宅の受注低迷により、売上高は

1,091,251千円と前中間連結会計期

間1,134,746千円に比べ減少し、前

中間連結会計期間633,333千円、当

中間連結会計期間489,169千円と連

続して大幅な営業損失を計上いたし

ました。それに伴い、営業活動によ

るキャッシュ・フローも前中間連結

会計期間939,529千円、当中間連結

会計期間559,458千円と連続して大

幅なマイナスとなり、恒常的な資金

不足に陥っております。さらに、余

剰人員の削減等の事業改革、不採算

事業の整理を行った結果、中間純損

失は468,013千円となりました。こ

の結果、期末日現在の自己資本は

570,475千円となり、今後の経営計

画の達成状況及び追加資金調達の状

況によっては債務超過に陥る可能性

もあり、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 

 

 当社グループは、当中間連結会計

期間中ファイナンスを行い、資本金

は2,170,011千円、資本剰余金は

1,676,655千円となりました。しか

しながら主力の注文住宅の受注低迷

により、売上高は609,129千円とな

り、営業損失は前中間連結会計期間

489,169千円、当中間連結会計期間

561,245千円となり、連続して大幅

な営業損失を計上いたしました。そ

れに伴い、営業活動によるキャッシ

ュ・フローも前中間連結会計期間

559,458千円、当中間連結会計期間

219,193千円と連続して大幅なマイ

ナスとなり、恒常的な資金不足に陥

っております。さらに余剰人員の削

減等の事業改革等を行った結果、中

間純損失は、918,373千円となり、

利益剰余金は1,104,012千円のマイ

ナスとなりました。この結果、上記

のとおり当中間期末においても営業

キャッシュ・フローのマイナスの状

態が続いており、今後の経営計画の

達成及び追加資金調達の状況によっ

ては資金不足に陥る可能性もあり、

継続企業の前提に関する重要な疑義

が発生しております。 

 

 

 当社グループは、当連結会計年度

中、4度のファイナンスを行いまし

て、資本金は4,911,821千円、資本

準備金は1,435,889千円となり、大

幅な資本増強を図りました。しかし

ながら主力の注文住宅の受注低迷に

より、売上高は2,964,457千円と前

連結会計年度 2,675,051千円に比

べ微増したものの、前連結会計年度

1,357,550千円、当連結会計年度

1,385,816千円と連続して大幅な営

業損失を計上いたしました。それに

伴い、営業活動によるキャッシュ・

フローも前連結会計年度1,566,465

千円、当連結会計年度1,956,527千

円と連続して大幅なマイナスとな

り、恒常的な資金不足に陥っており

ます。さらに余剰人員の削減等の事

業改革、不採算拠点の整理による拠

点閉鎖費用の計上を行った結果、当

期純損失は、2,213,872千円とな

り、利益剰余金は5,588,752千円の

マイナスとなりました。この結果、

期末日現在の自己資本は754,316千

円となり、今後の経営計画の達成及

び追加資金調達の状況によっては債

務超過に陥る可能性もあり、継続企

業の前提に関する重要な疑義が発生

しております。 



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社グループは、大都市圏での受

注増加を図るため、各拠点の統廃合

を行い、横浜支店を中心とした首都

圏市場において、人間と自然の調和

を目指す新しい考え方「バウビオロ

ギー」を根底に、「人に優しい」を

科学した自然素材の住まい「バウビ

オホーム」の積極的な販売活動を展

開するとともに、この新ブランド

「バウビオホーム」を全国に普及す

べく全国の工務店とパートナーシッ

プ契約を結び、バウビオホームの原

材料の供給を行っていくための新会

社「BAU BIO INTERNATIONAL株式会

社」を平成17年4月に立ち上げまし

た。2年間に及ぶリストラもようや

く終結し、当初200名以上いた社員

と赤字拠点の整理統合を実施し、固

定費を大幅に削減することができま

した。

 当社グループは現在、早期黒字化

のための経営の抜本的改革途上であ

り、新規事業をはじめとする積極経

営の推進に注力いたしております。

当社グループは、首都圏に経営資源

を集中するとともに、本年8月には

会社分割により、住宅事業を100％

子会社である千年の杜住宅株式会社

へ移管いたしました。これにより株

式会社千年の杜は、住宅・不動産関

連事業、投資事業、介護事業、廃棄

物処理事業といった複数の事業体を

支配する純粋持株会社に移行し、業

績の回復と安定を図ってまいりま

す。 

 財務政策につきましては、平成18

年12月20日の新株予約権付社債の発

行により20億円を調達したことを始

めとして、エクイティファイナンス

を主とした資本の増強および資金収

支の改善を図る計画であります。 

 中間連結財務諸表は、注文住宅事

業および新規事業が軌道に乗り、経

営計画が達成可能という前提のも

と、継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影

響を連結財務諸表には反映しており

ません。  

 当社は、住宅関連事業におきまし

て経営資源を横浜を中心とする市場

成長性の高い首都圏に集中する為、

名古屋以西の拠点を全て廃止し、廃

止する拠点のアフターサービスに関

しましては関係会社である千年の杜

サービス株式会社に業務を移行し、

営業戦略としては横浜支店を中核に

首都圏市場を開拓していく方針をか

ため、大幅な人員の削減を断行いた

しました。これによる来期の固定費

を年間約６億円削減できると見込ん

でおります。今後は廃止拠点の地方

市場では地場の工務店、ゼネコンと

のパートナーシップを結び、輸入商

社バウビオインターナショナルによ

る直輸入の自然素材の提供による

「バウビオホーム」の間接的な受注

増をめざし、グループ全体の売上に

寄与していく方針です。また、新規

事業へも積極的に進出し、投資子会

社である「ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ 

ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ株式会社」を

設立するとともに、在宅介護サービ

ス事業を展開する「株式会社ＨＷジ

ャパン」の株式取得に向けて準備を

いたしております。以上のように、

当社グループは現在、早期黒字化の

ための経営の抜本的改革途上であ

り、新規事業をはじめとする積極経

営の推進に注力いたします。 連結

財務諸表は、注文住宅事業および新

規事業が軌道に乗り、経営計画が達

成可能という前提のもと、継続企業

を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。



 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 営業面については、従来の固定観

念に基づいた営業手法からの脱却を

目指し、全国工務店とのパートナー

シップ制度の拡大と設計事務所及び

ディベロッパー等との新たなネット

ワークの構築など、マーケットにこ

れまでにない多角的なアプローチで

商品とサービスの提供を行い、的確

なマーケティング手法で受注獲得に

努めてまいります。また、大学や病

院と連携したセミナーの開催など、

多角的なPR戦略により「バウビオホ

ーム」ブランドの浸透、拡大を図っ

てまいります。消費者の思考を経営

に反映させるために、思い切った組

織改革を断行し、活力のある「儲か

る営業体質」に生まれ変わる所存で

あります。 

 財務面につきましても、資本増強

を含む資金調達を実施することによ

り、自己資本の充実と財務体質の強

化を図り、経営の安定性を確保して

経営環境の急激な変化に対応いたす

所存であります。 

 中間連結財務諸表は、注文住宅事

業が軌道に乗り、経営計画が達成可

能という前提のもと、継続企業を前

提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を中間連結財務

諸表には反映しておりません。

  



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 連結の範囲に関する

事項

 子会社は全て連結しておりま

す。

 連結子会社数………4社

  キーイング・ホームテクノ㈱

  千年の杜建設㈱

  ㈱ベリーケイ 

    BAU BIO INTERNATIONAL㈱

 上 記 の う ち、BAU  BIO 

INTERNATIONAL㈱については、当

中間連結会計期間において新たに

出資したため、連結の範囲に含め

ております。

 子会社は全て連結しておりま

す。

 連結子会社数………7社 

  千年の杜サービス㈱

  千年の杜住宅㈱

  ㈱ベリーケイ 

  BAU BIO INTERNATIONAL㈱ 

  MILLENNIUM INVESTMENT㈱ 

  ㈱HWジャパン 

  エンバイロメンタルパートナ 

  ーズ㈱ 

 

 千年の杜建設㈱は、当中間連結

会計期間から千年の杜住宅㈱へ社

名を変更しております。 

 なお、当社は当中間連結会計期

間において㈱HWジャパンの全株式

を取得しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 子会社は全て連結しておりま

す。

 連結子会社数………7社

  千年の杜サービス㈱

  千年の杜建設㈱

  ㈱ベリーケイ 

  BAU BIO INTERNATIONAL㈱ 

  MILLENNIUM INVESTMENT㈱ 

  ㈱HWジャパン 

  エンバロメンタルパートナ 

  ーズ㈱ 

 上記のうち、BAU BIO INTERNAT 

IONAL㈱、MILLENNIUM INVESTMENT

㈱については、当連結会計年度に

おいて新たに出資したため、連結

の範囲に含めております。また㈱

HWジャパン、エンバイロメンタル

パートナーズ㈱に関しましては資

本関係はございませんが、実質支

配基準に該当するため、連結の範

囲に含めております。 

なお、キーイング・ホームテクノ

㈱は、当連結会計年度から千年の

杜サービス㈱へ社名を変更してお

ります。

２ 持分法の適用に関す

る事項

 該当事項はありません      同左

  

     同左 

３ 連結子会社の中間決

算日(決算日)等に関

する事項

 すべての連結子会社の中間期の

末日は中間連結決算日と一致して

おります。

 決算期が連結決算期と異なるエ

ンバイロメンタルパートナーズ㈱

（2月28日決算）は、連結中間決

算日現在で本決算に準じた仮決算

を行った財務諸表を基礎としてお

ります。 

 

 決算期が連結決算期と異なる㈱

HWジャパン（9月30日決算）は連

結決算日現在で本決算に準じた仮

決算を行った財務諸表を基礎とし

ております。 

エンバイロメンタルパートナーズ

㈱の決算日は2月28日でありま

す。連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、3月1

日から連結決算日3月31日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

４ 会計処理基準に関す

る事項

 (1) 重要な資産の評価基

準及び評価方法

イ 有価証券 

 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

   なお、投資事業有限責任  

  組合及びこれに類する組合 

  への出資（証券取引法第2条 

  第2項により有価証券とみな 

  されるもの）については、 

  組合契約に規定される決算 

  報告日に応じて入手可能な 

  最近の決算書を基礎とし、 

  持分相当額を純額で取り組 

  む方法によっております。

イ 有価証券 

 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法

イ 有価証券 

 

 時価のないもの 

      同左

ロ たな卸資産

 販売用不動産及び未成工事支出

金

  個別法による原価法

 商品

  移動平均法による原価法

ロ たな卸資産

 販売用不動産及び未成工事支出

金

同左

 商品

同左

ロ たな卸資産

 販売用不動産及び未成工事支出

金

      同左

 商品

      同左

 (2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法

イ 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、賃貸用建物及び平成

10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く。)

については、定額法によって

おります。

  主な資産の耐用年数は以下の

とおりであります。

  建物及び構築物４年～27年

イ 有形固定資産

同左

イ 有形固定資産

      同左

ロ 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

ロ 無形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

      同左



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 (3) 重要な繰延資産の処

理方法

 新株発行費については支出時に

全額費用として処理しておりま

す。

 株式交付費については支出時に

全額費用として処理しておりま

す。

 社債発行費及び新株発行費につ

いては支出時に全額費用として処

理しております。     

 (4) 重要な引当金の計上

基準

イ 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

イ 貸倒引当金

同左

イ 貸倒引当金

     同左

ロ 完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵補償に備

えるため、過去の実績を基礎

に発生見込額を計上しており

ます。

ロ 完成工事補償引当金

同左

ロ 完成工事補償引当金

      同左

ハ 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

ハ 退職給付引当金

同左

ハ 退職給付引当金

     同左

 (5) 重要なリース取引の

処理方法

 リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左      同左

 (6) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)

作成のための重要な

事項

イ 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

イ 消費税等の会計処理

同左

  ただし、控除対象外消費税等

については発生年度の期間費

用として処理しております。

イ 消費税等の会計処理

      同左

     同左

５ のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項

       ―  のれん及び負ののれんは、発生

時に一括償却しております。

       ―

６ 連結調整勘定の償却

に関する事項

 連結調整勘定は、発生時に一括

償却しております。

       ―  連結調整勘定は、発生時に一括

償却しております。

７ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書(連

結キャッシュ・フロ

ー計算書)における資

金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

 

同左

  

     同左



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

  

  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第6号 平成15年10月31

日）を適用しております。これによる

損益に与える影響はありません。

       ― (固定資産の減損に係る会計基準)

 当連結会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

        ― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
 （自己株式及び準備金の額の減少
等の一部改正） 
 当中間連結会計期間から、「貸借
対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準」（企業会計基準委員会
平成17年12月９日 企業会計基準第
５号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準適用指
針第８号）並びに改正後の「自己株
式及び準備金の額の減少等に関する
会計基準」（企業会計基準委員会
最終改正平成18年８月11日 企業会
計基準第1号）及び「自己株式及び
準備金の額の減少等に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員
会 最終改正平成18年８月11日 企
業会計基準適用指針第２号）を適用
しております。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は27億38百万円であ
ります。 
 中間連結財務諸表規則の改正によ
り、当中間連結会計期間における中
間連結財務諸表は、改正後の中間連
結財務諸表規則により作成しており
ます。 

       ―



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

(中間連結貸借対照表) 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年６

月９日法律第97号）が平成16年12月1日に施行され、

「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協

会 会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日付

けで改正されたことに伴い、当中間連結会計期間から投

資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証

券取引法第２条第２項により有価証券とみなされるも

の)を投資有価証券として表示する方法に変更し、前期

まで「出資金」に計上しておりました投資事業組合等へ

の出資金は、当期より「投資有価証券」に含めて表示し

ております。 

 なお、この変更により「出資金」は100,000千円減少

し、「投資有価証券」は同額増加しております。 

 また、前中間連結中間会計期間において独立掲記して

いた「出資金」（当中間連結会計期間は1,100千円）は

金額の重要性が乏しくなったため、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しております。

(中間連結貸借対照表)
 前中間連結会計期間において表示しておりました流動資
産の「完成工事未収入金等」については、重要性が乏しく
なったため、当中間連結会計期間より「営業未収金等」に
含めて表示しております。なお、当中間連結会計期間末に
おける「完成工事未収入金」は4,393千円であります。

 

 

 

           ―

 

 

(中間連結損益計算書及び中間連結キャッシュ・フロー

計算書)
中間連結財務諸表規則の改定による中間連結財務諸表の
表示に関する変更は以下のとおりであります。 
 
 「連結調整勘定償却額」は、当中間連結会計期間から
「のれん償却額」として表示しております。

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１．平成16年５月に紛失した手形

用紙３枚について、平成17年９月

13日付で大阪簡易裁判所において

除権判決が下されました。

       ― １．平成16年５月に紛失した手形

用紙３枚について、平成17年９月

13日付で大阪簡易裁判所において

除権判決が下されました。

     



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日)

 
 
 

 

※１ 担保提供資産

販売用不動産 105,964千円

未成工事支出金 159,607千円

   計 265,571千円

   上記担保設定の原因となった

債務

買掛金 1,699千円

短期借入金 132,000千円

 
 
 

 

※１ 担保提供資産

定期預金 20,000千円

販売用不動産 198,220千円

   計 218,220千円

      上記担保設定の原因となった

債務

買掛金 1,699千円

短期借入金 132,000千円

 
 
 

 

※１ 担保提供資産

定期預金 120,000千円

販売用不動産 198,220千円

 計 318,220千円

   上記担保設定の原因となった

債務

買掛金 3,505千円

短期借入金 232,000千円

  



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 149,604千円

退職給付費用 428

広告宣伝費 59,690

減価償却費 37,869

出展費用 37,630

貸倒引当金 
繰入額

3,581

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 115,069千円

退職給付費用 4,614

役員報酬 59,477

支払手数料 116,240

業務委託費 53,468

貸倒引当金
繰入額

1,914

 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

給与手当 299,197千円

退職給付費用 3,336

広告宣伝費 121,817

減価償却費 72,564

出展費用 71,800

貸倒引当金
繰入額

243,572

 

※２ 過年度損益修正益の内訳は、
   以下のとおりであります。 

過年度工事原
価修正

45,147千円

過年度売上修
正

4,901

過年度販売費
及び一般管理
費修正    

 
 

5,050 
 
 

計 55,099

 

 

※２ 過年度損益修正益の内訳は、
   以下のとおりであります。

過年度原価修
正

15,034千円

前年度長期前
払費用償却修
正

31,567

拠点閉鎖損失
修正 60,008

計 106,609

   

 

※２ 

 ________________________

※３
      ________________________

 

※３ 過年度損益修正損の内訳は以
   下のとおりであります。

過年度原価修正 8,292千円

 計 8,292

※３

       ________________________

※４ 
    ________________________ 
    

※４ 
    ________________________ 
    

 

※４ 拠点閉鎖損失の内訳は、次の

とおりであります。  

販売用不動産評
価損

54,476千円

固定資産除却損 71,966

展示場解体費用 7,987

拠点備品等処分
費用

14,000

事務所現状回復
費用

17,500

出展料解約金 9,890

リース料違約金 26,769

事務所家賃違約
金

29,614

解約返金損失 3,751

計 235,955

 

 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

第４回新株予約権付社債転換による増加   13,425,178株 

第４回新株予約権行使による増加      36,592,877株 

第５回新株予約権行使による増加       8,196,000株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加   1,855株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
（注） １．第３回新株予約権の減少は、消却によるものであります。 

  ２．第４回新株予約権の増加は、行使価額の修正及び調整に伴い新株予約権の目的となる株式の数が 

    調整されたものであります。 

  ３．第４回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものです。 

  ４．第５回新株予約権の増加のうち、31,740,000株は新株予約権発行によるもの、22,900,000株は行 

    使価額の修正に伴い新株予約権の目的となる株式の数が調整されたものであります。 

    ５．第５回新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものです。 

  ６．ストック・オプションは、平成16年6月21日開催の定時株主総会決議分であります。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

    該当ありません。 

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間  

 後となるもの 

    該当ありません。 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 43,430,606 58,214,055 ― 101,644,661

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,346 1,855 ― 3,201

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間 
末残高 
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

第3回新株予約権 普通株式 6,500 ― 6,500 ― ―

第4回新株予約権 普通株式 25,824 10,767 36,592 ― ―

第5回新株予約権 普通株式 ― 54,640 8,196 46,444 1,700

ストック・オプショ
ン

普通株式 140 ― ― 140 ―

子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 32,464 65,407 51,288 46,584 1,700



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び 
預金勘定

851,996千円

現金及び 
現金同等物

851,996

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び
預金勘定

998,849千円

預入期間が3ヶ
月を超える定
期預金

△20,003

現金及び
現金同等物

978,846

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び
預金勘定

1,414,337千円

預入期間が3ヶ
月を超える定
期預金

△120,000

現金及び
現金同等物

1,294,337



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

工具器具 
備品

ソフト 
ウェア

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

4,050 33,014 37,064

減価償却 
累計額 
相当額

3,712 28,120 31,833

中間 
期末残高 
相当額

337 4,893 5,230

  

工具器具
備品

ソフト
ウェア

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

― ― ―

減価償却 
累計額 
相当額

― ― ―

中間 
期末残高 
相当額

― ― ―

 

工具器具
備品

ソフト 
ウェア

合計

千円 千円 千円

取得価額
相当額

― 21,420 21,420

減価償却
累計額 
相当額

― 19,635 19,635

期末残高
相当額

― 1,785 1,785

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 5,525千円

１年超 ―

計 5,525

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額額

１年以内 ―

１年超 ―   

計 ―

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,892千円

１年超 ―

計 1,892

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,170千円

減価償却費 
相当額

6,698千円

支払利息相当額 129千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 762千円

減価償却費
相当額

714千円

支払利息相当額 7千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 10,854千円

減価償却費
相当額

10,144千円

支払利息相当額 181千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

 

 

 

 

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。

５ 利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

(減損損失について)       

      同左  

 

５ 利息相当額の算定方法

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

(減損損失について)   

              同左



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間) 

１． 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

  

(当中間連結会計期間) 

１． 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

(前連結会計年度) 

１． 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成18年３月31日現在) 

当社グループはデリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

中間連結貸借対照表計上額（千円）

  その他有価証券
     投資事業組合出資金 100,000

中間連結貸借対照表計上額（千円）

  その他有価証券
    非上場会社 180,000

   該当ありません。



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは、木造注文住宅の建築請負業を根幹として、その付帯業務を含めた住宅関連事

業を営んでおり、単一事業であることから事業の種類別セグメント情報の開示を省略しておりま

す。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
      (注) 1. 事業区分の方法 

           事業は、各事業内容の類似性を考慮して区分しております。 

         2. 各区分に属する主要な事業内容 

 
          3.  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた218,218千円は配賦不能営業費用で 

             あり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。           

  

建設事業
不動産事
業

投資事業
その他事
業

計
消去又は全
社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円）

Ⅰ 売上高
及び営業損
益
(1)外部顧
客に対する
売上高

445,159 104,781 38,767 20,421 609,129 ― 609,129

(2) セグメ
ント間の内
部売上高又
は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 445,159 104,781 38,767 20,421 609,129 ― 609,129

営業費用 667,860 128,818 87,453 68,025 952,157 218,218 1,170,375

営業損失 △ 222,700 △ 24,037 △ 48,685 △ 47,603 △ 343,027 △ 218,218 △ 561,245

事業区分         事業内容                           

建設事業 建築工事および土木工事の請負

不動産事業 不動産特定共同事業、不動産の賃貸、管理、売買

投資事業  投資事業、有価証券の売買

その他の事業 在宅介護サービス、環境事業



 前連結会計年度(自 平成17年4月１日 至 平成18年3月31日) 

 
      (注) 1. 事業区分の方法 

           事業は、各事業内容の類似性を考慮して区分しております。 

         2. 各区分に属する主要な事業内容 

 
          3.  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた591,377千円は配賦不能営業費用で 

             あり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用であります。 

          4.  前連結会計年度まで事業の種類別セグメント情報の開示は省略しておりましたが、 

            「投資事業」など新規事業の開始に伴い当連結会計年度より記載しております。        

  

  

  

  

  

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示を行っておりません。 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

建設事業
不動産事
業

投資事業
その他事
業

計
消去又は全
社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円）

Ⅰ 売上高
及び営業損
益
(1)外部顧
客に対する
売上高

2,412,792 545,950 5,714 ― 2,964,457 ― 2,964,457

(2)セグメ
ント間の内
部売上高又
は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,412,792 545,950 5,714 ― 2,964,457 ― 2,964,457

営業費用 2,994,267 507,675 231,759 25,195 3,608,896 591,377 4,350,273

営業利益又
は営業損失
(△)

△ 581,475 38,274 △ 226,044 △ 25,195 △ 644,439 △ 591,377 △ 1,385,816

事業区分         事業内容                           

建設事業 建築工事および土木工事の請負

不動産事業 不動産特定共同事業、不動産の賃貸、管理、売買

投資事業  投資事業、有価証券の売買

その他の事業 在宅介護サービス、環境事業



当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループは、海外に対する売上高がないことから、開示を行っておりません。 

  

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額   

 
   

２ １株当たり中間(当期)純損失金額 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 20円24銭 １株当たり純資産額 27円79銭 １株当たり純資産額 17円37銭

１株当たり中間純損失 20円35銭 １株当たり中間純損失 13円77銭 １株当たり当期純損失 79円32銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため、記載

しておりません。 

 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

 当社は、平成16年10月１日付けで

10株を１株にする株式併合を行って

おります。なお、当該株式併合が前

期首に行われたと仮定した場合の前

中間連結会計期間における１株当た

り情報については、以下のとおりと

なります。

 
１株当たり純資産額 △3円16銭

 

 
１株当たり中間純損失 198円48銭

 

項目
前中間連結会計期間末

（平成17年9月30日)
当中間連結会計期間末

(平成18年9月30日)
前連結会計年度末

(平成18年3月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） ― 2,824,743 ―

普通株式に係る純資産額（千円） ― 2,824,743 ―

差額の主な内訳（千円） 
 新株予約権 
 少数株主持分 
 

―
―

1,700
85,128

―
―

普通株式の発行済株式数（千株） ― 101,644 ―

普通株式の自己株式数（千株） ― 3 ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） ― 101,641 ―

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 468,013 918,373 2,213,872

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失
(千円)

468,013 918,373 2,213,872

期中平均株式数(千株) 22,995 66,714 27,910

 希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間(当
期）純利益金額の算定に含めなか
った潜在株式の概要

     ―     ―     ―  



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１． 当社は、平成17年11月29日開催の取締役会により、株式会社ＨＷジャパンの株式を取得し、子

会社化することを決議しました。 

(1)目的 
 当社は老人介護事業ならびに介護従事者のサービス向上が求められている老人介護を請け負う
業界に向けた介護教育事業を展開することとし、同事業を、当社の連結子会社として株式会社Ｈ
Ｗジャパンが行う予定であり、そのための株式取得であります。 
 当社が、介護支援事業に参入することは、高齢化社会に向けて介護サービスの質の向上という
社会ニーズに応じたものであり、同事業の拡大が今後も見込めることによるものであります。ま
た、同事業に関連して、当社では、介護施設の建設工事等の受注も計画いたしております。 

 (2)株式取得の相手会社の概要 

 
 (3)買収する会社の概要 

 
  

２． 当社は、平成17年12月15日開催の取締役会の決議により、株式会社ＦＧＦと業務提携契約を締

結いたしました。 

(1)業務提携の理由及び内容 
 株式会社ＦＧＦは、遊技場（ホール）経営企業に対する信用保証業務を行っております。当社
は、本提携により、株式会社ＦＧＦの展開する信用保証事業における「提携建築・内装・外装請
負工事会社」の位置付けを確保し、同社の全面協力のもと、ホールの内外装工事等の受注によ
り、リフォームを始めとする受注の拡大を図るものであります。 
 また、当該内装工事等の債務保証先である株式会社ＦＧＦは、ホール企業からの保証料収入に
応じて、当社に対しインセンティブを支払うものであります。 

   (2)契約締結時期      平成17年12月15日 

①商号 有限会社 カツ・プランニング

②代表者 須田 肇

③所在地 東京都江東区豊洲４丁目２番４号

④主な事業内容
パンの製造及び販売、飲食店の経営、介護施設及びホテル並
びに旅館の経営

①商号 株式会社 ＨＷジャパン

②代表者 大脇 高志

③所在地 東京都渋谷区東３丁目25番11号

④主な事業内容 在宅介護サービス、訪問介護サービス、施設介護サービスの提供 
加盟制度による在宅及び施設介護サービス 
介護事業者向け教育支援サービス

⑤株式取得の時期 平成17年12月中

⑥取得する株式 取得株式数    10,000株

取得価額   100,000千円

取得後の持分比率  100%

⑦その他
株式会社ＨＷジャパンに対して設備投資資金として、430,000千円
の貸付を実行いたしました。

(3)当該新規事業が営業活動 
  に及ぼす重要な影響

業務提携契約の締結に伴い株式会社ＦＧＦへ契約金100,000千円の
支払と100,000千円の貸付を実行いたしました。



３． 当社グループの今後の事業展開を勘案し業績の向上を図るため、新規事業について、平成17年

12月15日開催の取締役会の決議により、下記のとおりMILLENNIUM INVESTMENT株式会社を設立する

ことにいたしました。 

 
  

４． 当社は、平成17年10月１日から平成17年12月21日までの間に新株予約権の行使を受けました。

その内容は以下のとおりであります。 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１. 当社グループは、平成18年10月１日以降、下記のとおり、第5回新株予約権の行使がありまし
た。  
  ・平成18年11月6日   新株予約権の数                10個  
             発行する株式の種類及び数  普通株式  3,125,000株  
             1株当たり払込金額                32円  
             合計払込金額              100,000,000円  
             新株予約権の発行価額           100,000円  
             増加した資本金             50,100,000円  
             増加した資本準備金           50,000,000円 
  

     ・平成18年11月14日     新株予約権の数                8個  
             発行する株式の種類及び数  普通株式  2,500,000株  
             1株当たり払込金額                32円  
             合計払込金額               80,000,000円  
             新株予約権の発行価額            80,000円  
             増加した資本金             40,080,000円  
             増加した資本準備金           40,000,000円 
  

  
   ・平成18年11月16日   新株予約権の数                 7個  
             発行する株式の種類及び数  普通株式  2,187,500株  
             1株当たり払込金額                32円  
             合計払込金額               70,000,000円  
             新株予約権の発行価額            70,000円  
             増加した資本金             35,070,000円  
             増加した資本準備金           35,000,000円 
  

  
   ・平成18年11月16日    新株予約権の数                20個  
             発行する株式の種類及び数  普通株式  6,250,000株  
             1株当たり払込金額                32円  
             合計払込金額              200,000,000円  
             新株予約権の発行価額           200,000円  
             増加した資本金            100,200,000円  
             増加した資本準備金           100,000,000円 
  

  

  ２. 平成18年12月４日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年12月20日に以下のとおり 

      第６回新株予約権を発行いたしました。 

       １．新株予約権の総数    

          200個  

       ２．新株予約権の1個当たりの払込金額   

(1)新規事業の内容 投資事業

(2)新規事業開始の時期 平成17年12月中を予定しております。

(1)増加した株式の種類及び数   普通株式  3,700,000株

(2)増加した資本金         297,850千円

(3)増加した資本準備金         297,850千円



          本新株予約権1個あたり金10,000円  

       ３．新株予約権の払込総額  

          金2,000,000円  

       ４．新株予約権の割当日  

          平成18年12月20日  

       ５．新株予約権の払込期日  

          平成18年12月20日  

       ６．募集方法  

          第三者割当の方法により、200個をKING CAPITAL HOLDINGS LIMITED.に割り当て 

          る。  

       ７．新株予約権の目的である株式の種類及び数  

          新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により 

          当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株 

          式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数 

          は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを下記8(2) 

          の行使価額（ただし、下記11および12によって修正または調整された場合は修 

          正後または調整後の行使価額）で除して得られる最大単元株数とする。 

          各本新株予約権の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、当 

          該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した数とする。  

       ８．行使時の払込金額  

         （１）各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定 

            義する。）に割当株式数を乗じた額とする。  

         （２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに 

            代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または 

            移転を「交付」という。）する場合における株式1株あたりの払込金額（以 

            下「行使価額」という。）は、当初28円とする。  

       ９．新株予約権の行使期間  

          平成18年12月20日(水)から平成20年12月20日(土) までとする。  

       10．新株予約権の行使の条件  

          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。  

       11．行使価額の修正  

          新株予約権の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以 

          降、行使価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日 

          は株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重 

          平均価格（以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。決定日 

          が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以 

          下「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株 

          式の普通取引の毎取引日のⅤＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満 

          小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「決定日価額」とい 

          う。）が、その時点で有効な行使価額を下回る場合には決定日価額に修正（以 

          下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）され、 

          それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記16で定める 



          行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は、本新株予約権の発行 

          要項に従い当社が適当と判断する値に修正される。ただし、かかる算出の結 

          果、修正後行使価額が9円（以下「下限行使価額」という。ただし、下記16に定 

          める調整を受ける。）を下回る場合には修正後行使価額は下限行使価額とす 

          る。  

       12．行使価額の調整  

          当社は、本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る払込金額または処分価額 

          をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分 

          する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券ま 

          たは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され 

          たものを含む。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分割に 

          より当社普通株式を発行する場合、および時価を下回る価額をもって当社普通  

          株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請 

          求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行するには、次に定める算 

          式により行使価額を調整する。  

 
             また、当社は株式の併合の場合等にも適宜行使価額を変更する。 

      13．本新株予約権の取得事由及び取得の条件  

        （１）当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の発行日の翌 

           日以降、本新株予約権証書が発行されている場合は当社取締役会で定める取 

           得日に先立つ2週間以上前に新株予約権証券を当該取得日までに当社に提出す 

           べき旨を公告し、かつ新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に対して 

           通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1 個当たり10,000円にて、 

           残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。一部取得 

           をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。  

        （２）当社は、株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを 

           当社の株主総会で承認決議した場合、本新株予約権証券が発行されている場 

           合は当社取締役会で定める取得日に先立つ2週間以上前に新株予約権証券を当 

           該取得日までに当社に提出すべき旨を公告し、かつ、新株予約権原簿に記載 

           された各新株予約権者に対して通知を行った上で、当該取得日に、本新株予 

           約権1個当たり10,000円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。  

        14．新株予約権の譲渡制限  

           本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。  

   ３. 平成18年12月４日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年12月20日に以下のとおり 

      第５回新株予約権付社債を発行いたしました。 

      １．発行総額  20億円  

      ２．発行価額  額面100円につき金100円（各社債の金額 金50百万円の１種）  

      ３．利率    本新株予約権付社債には利息を付さない。  

      ４．償還期限  平成20年12月20日（額面100円につき金100円で償還）  

      ５．払込期日  平成18年12月20日  

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株あたりの払込金額

  調整後

＝

調整前

×

新規発行(処分)前の株価

  行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数



      ６．資金の使途 事業規模の拡大により企業価値を高めるためのバウビオホームを始め  

              とする住宅事業ならびに介護ビジネス、環境関連事業等の長期運転資 

              金および投融資資金に充当する予定。 

      ７．物上担保・保証の有無   

             本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また本 

             新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない。 

      ８．本社債に付する本新株予約権の数  

             各本社債に付する本新株予約権の数は1 個とし、合計40 個の本新株予約 

             権を発行する。  

      ９．新株予約権の内容  

        ①新株予約権の目的となる株式の種類  

         当社普通株式  

        ②新株予約権の目的となる株式の数  

         本新株予約権の行使請求により当社が当社の普通株式を新たに発行または当社の 

         有する当社の普通株式を移転する数は、行使請求にかかる本社債の払込金額の総 

         額を、下記③の転換価額（ただし、下記④および⑤によって修正され場合は、修 

         正後または調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。 

        ③転換価額   

                  転換価額は当初28円とする。 

        ④転換価額の修正 

         新株予約権の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、  

         転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日は株  

         式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均  

         価格（以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。決定日が取引  

         日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時  

         価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通  

         取引の毎取引日のⅤＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2  

         位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、  

         その時点で有効な転換価額を下回る場合には決定日価額に修正（以下、決定日価 

         額に修正された転換価額を「修正後転換価額」という。）され、それ以外の場合  

         には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記(7)で定める転換価額の調整事  

         由が生じた場合は、修正後転換価額は、本新株予約権の発行要項に従い当社が適 

         当と判断する値に修正される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が9円 

         （以下「下限転換価額」という。ただし、下記(7)に定める調整を受ける。）を下 

         回る場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。  

        ⑤転換価額の調整 

         当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る払込金額または処  

         分価額をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式  

         を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる  

         証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に  

         付されたものを含む。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分  

         割により当社普通株式を発行する場合、および時価を下回る価額をもって当社  



         普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付  

         を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行するには、次に定め  

         る算式により転換価額を調整する。  

 
       ⑥新株予約権の行使請求期間 

         本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年12月20日から平成20年12月20日まで 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株あたりの払込金額

  調整後

＝

調整前

×

新規発行(処分)前の株価

  行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数



前連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  （1） 平成18年4月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年5月10日に以下のとおり、第5回

新株予約権を発行いたしました。  

発行する新株予約権の総数は200個で、発行価額は新株予約権1個あたり金10,000円、第三者割当

の方法により、DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に、発行総額2,000,000円を割り当て

る。  

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により発行す

る数は、行使請求に係る新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除して得られ

る最大単元株式数とする。  

新株予約権の行使に際して払い込むべき額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、新株の発

行価額のうち資本へ組み入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、1円未満の端数を生

じる場合はその端数を切り上げた額とする。  

新株予約権の行使により発行する株式の発行総額は2,001,620,000円であり、行使価額が修正され

た場合は、発行総額は増加または減少する。  

新株予約権の申込期日及び払込期日は平成18年5月10日であり、新株予約権の行使期間は平成18年

5月10日から平成20年5月10日までとする。  

新株予約権の行使により払い込まれた資金は、運転資金に充当する予定である。  

 

 

(2) 平成18年５月26日開催の取締役会において，平成18年６月29日開催予定の第42回定時株主総

会に，下記のとおり、資本の減少について付議することを決議いたしました。  

①資本減少の目的  

資本減少による欠損補填を行うことにより、当社財務内容の健全化を図るものであります。   

②減少すべき資本の額  

 平成18年３月31日現在の資本の額4,911,821,639円を4,211,821,639円減少します。  

 なお、資本の欠損補填に充てる額は3,967,224,075円とし、残余額244,597,564円はその他資本 

剰余金として処理します。  

③資本減少の方法  

 発行済株式総数の変更を行わず、無償で資本の額のみを減少します。  

④資本減少の日程  

 株主総会決議日     平成18年６月29日  

 債権者申述最終期日   平成18年７月31日（予定）  

 減資の効力発生日    平成18年８月１日（予定）  

 

 

(3) 平成18年５月26日開催の当社取締役会において、平成18年８月１日を効力発生日として、会

社分割により、当社の住宅事業部(事業内容：木造注文住宅・リフォーム・増改築に係る受注等)

の全事業を100％子会社である「千年の杜建設株式会社」に承継する会社分割契約を締結する旨の

決議を行いました。これは、住宅事業の首都圏集中による競争力の強化を図るとともに、企業グ

ループ全体の事業の再編成・再構築により、各事業における「競争優位の確立」に努めるためで

あります。  

分割の形態は分社型吸収分割であり、分割する事業部門の平成18年３月期における売上高は785百



万円、営業損失は158百万円となっております。  

承継会社である「千年の杜建設株式会社」の平成18年３月31日現在における総資産額は73百万

円、純資産額は△23百万円、従業員数は４人となっております。  

 

 

(4) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回新株予約権の行使がありました。  

    ・平成18年４月24日 新株予約権の数                70個  

              発行する株式の種類及び数  普通株式 11,725,280株  

              1株当たり払込金額               59.7円  

              合計払込金額               699,999,216円  

              新株予約権の発行価額              700,000円      

              増加した資本金               352,458,400円  

                            増加した資本準備金             348,240,816円  

    ・平成18年５月11日 新株予約権の数                 10個  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円   

              新株予約権の発行価額            100,000円  

              増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                49,090,860円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円   

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月30日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,915,700株  

              1株当たり払込金額              52.2円  

              合計払込金額             99,999,540円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,823,900円  

                            増加した資本準備金                   48,275,640円  

 

 

(5) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新  

  株予約権の行使に伴う転換がありました。     

        ・平成18年４月10日 新株予約権の数                ８個  

              転換した社債金額           200,000,000円  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 2,945,508株  

              1株当たり払込金額              67.9円  



                            増加した資本金              100,147,272円  

                            増加した資本準備金             99,852,722円  

        ・平成18年４月24日 新株予約権の数                     12個  

              転換した社債金額           300,000,000円  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 5,025,545株  

              1株当たり払込金額               59.7円  

                           増加した資本金            150,753,750円  

                            増加した資本準備金                  149,246,213円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     12個  

              転換した社債金額           300,000,000円  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 5,454,545株   

              1株当たり払込金額                55円  

                          増加した資本金            152,727,260円  

                            増加した資本準備金                  147,272,715円  

 (6) 平成18年４月20日開催の取締役会決議により、第３回新株予約権650個について、平成  

     18年５月８日付をもって、これを無償にて消却いたしました。   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(2) 【その他】 

平成17年3月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行なった後、元当社従業員2名により解雇を不服と

して平成17年6月大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中であります。(当社に対

する損害賠償請求金額は122百万円であります） 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   1 現金及び預金 801,917 284,944 763,056

   2 販売用不動産 65,541 ― 220,640

   3 未成工事支出金 403,663 ― 127,634

   4 短期貸付金 85,230 2,463,556 1,434,672

   5 その他 42,093 89,295 56,197

   6 貸倒引当金 △3,053 △262,256 △224,658 

  流動資産合計 1,395,392 80.1 2,575,540 82.3 2,377,543 88.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

    (1)建物 ※１ 162,826 5,871 70,254

    (2)その他 ※１ 9,275 3,720 4,623

   有形固定資産合計 172,101 9.9 9,591 0.3 74,877 2.8

 ２ 無形固定資産 7,442 0.4 2,771 0.1 3,201 0.1

 ３ 投資その他の資産

    (1)関係会社株式 117,500 402,649 87,500

    (2)差入保証金 33,950 54,073 37,937

    (3)その他 76,860 106,909 155,021

    (4)貸倒引当金 △60,882 △20,976 △60,491

   投資その他の資産 
   合計

167,428 9.6 542,654 17.3 219,967 8.2

  固定資産合計 346,972 19.9 555,018 17.7 298,046 11.1

  資産合計 1,742,364 100.0 3,130,559 100.0 2,675,589 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   1 支払手形 126,537 2,101 74,606

   2 工事未払金 176,525 24,129 151,906

   3 短期借入金 ― ― 232,000

   4 未払法人税等 13,383 5,943 22,436

   5 未成工事受入金 584,479 ― 142,623

   6 預り金 30,838 1,507 24,343

   7 完成工事補償 
    引当金

11,900 16,000 16,500

   8 その他 59,149 37,073 182,663

  流動負債合計 1,002,814 57.6 86,755 2.8 847,079 31.7

Ⅱ 固定負債

   1 新株予約権付社債 ― ― 800,000

   2 退職給付引当金 22,140 3,804 19,286

   3 預り保証金 75,917 55,089 60,969

   4 新株予約権 16,000 ― 8,300

  固定負債合計 114,057 6.5 58,893 1.9 888,555 33.2

  負債合計 1,116,872 64.1 145,648 4.7 1,735,634 64.9

(資本の部)

Ⅰ 資本金 3,946,010 226.5 ― ― 4,911,821 183.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 472,000 ― ― ― 1,435,889

  資本剰余金合計 472,000 27.1 ― ― 1,435,889 53.7

Ⅲ 利益剰余金

 １ 中間(当期)未処理 
   損失

3,787,876 ― ― 5,403,113

  利益剰余金合計 △3,787,876 △217.4 ― ― △5,403,113 △201.9

Ⅳ 自己株式 △ 4,642 △0.3 ― ― △ 4,642 △0.2

  資本合計 625,492 35.9 ― ― 939,955 35.1

  負債・資本合計 1,742,364 100.0 ― ― 2,675,589 100.0



  

 
  

前中間会計期間末

(平成17年９月30日)

当中間会計期間末

(平成18年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

  1 資本金 ― 2,170,011 ―

  2 資本剰余金

   (1)資本準備金 ― 1,432,058 ―

   (2)その他資本 
    剰余金

― 244,597 ―

   資本剰余金合計 ― 1,676,655 53.6 ―

  3 利益剰余金

    繰越利益剰余金 ― △858,717 ―

   利益剰余金合計 ― △858,717 △27.4 ―

  4 自己株式 ― △4,740 △0.2 ―

   株主資本合計 ― 2,983,210 95.2 ―

Ⅱ 新株予約権 ― 1,700 0.1 ―

   純資産合計 ― 2,984,910 95.3 ―

   負債純資産合計 ― 3,130,559 100.0 ―



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,089,866 100.0 316,645 100.0 2,326,055 100.0

Ⅱ 売上原価 980,550 90.0 305,318 96.4 2,125,846 91.4

   売上総利益 109,315 10.0 11,326 3.6 200,209 8.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 538,503 49.4 542,070 171.2 1,356,007 58.3

   営業損失 429,188 △39.4 530,743 △167.6 1,155,797 △49.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 6,481 0.6 63,287 19.9 22,358 0.9

Ⅴ 営業外費用 ※２ 52,839 4.8 537,816 169.8 656,889 28.2

   経常損失 475,546 △43.6 1,005,273 △317.4 1,790,328 △77.0

Ⅵ 特別利益 ※３ 59,949 5.5 147,161 46.5 57,446 2.5

Ⅶ 特別損失 ※４ ― ― ― ― 295,955 12.7

   税引前中間(当期) 
   純損失

415,596 △38.1 858,112 △271 2,028,838 △87.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

11,272 1.0 605 0.1 13,268 0.6

   中間(当期)純損失 426,869 △39.1 858,717 △271.1 2,042,106 △87.8

   前期繰越損失 3,361,006 ― 3,361,006

   中間(当期)未処理 
   損失

3,787,876 ― 5,403,113



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 4,911,821 1,435,889 ― 1,435,889

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,470,011 1,432,058 1,432,058

 中間純損失

 自己株式の取得

 損失処理 △1,435,889 △1,435,889

 減資 △4,211,821 244,597 244,597

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △2,741,809 △3,830 244,597 240,766

平成18年９月30日残高(千円) 2,170,011 1,432,058 244,597 1,676,655

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(千円) △5,403,113 △5,403,113 △4,642 939,955

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,902,070

 中間純損失 △858,717 △858,717 △858,717

 自己株式の取得 △97 △97

 損失処理 1,435,889 1,435,889 ―

 減資 3,967,224 3,967,224 ―

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 4,544,396 4,544,396 △97 2,043,255

平成18年９月30日残高(千円) △858,717 △858,717 △4,740 2,983,210

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高(千円) 8,300 948,255

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 2,902,070

 中間純損失 △858,717

 自己株式の取得 △97

 損失処理 ―

 減資 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) △6,600 △6,600

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) △6,600 2,036,652

平成18年９月30日残高(千円) 1,700 2,984,910



継続企業の前提に関する注記 

  
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 当社は、当中間会計期間において

第三者割当増資及び新株予約権の行

使により、資本金は3,946,010千

円、資本準備金472,000千円とな

り、大幅な資本増強を図りました。

しかしながら主力の注文住宅の受注

低迷により、売上高は1,089,866千

円と前中間会計期間1,134,746千円

に比べ減少し、前中間会計期間

619,010 千 円、当 中 間 会 計 期 間

429,188千円と連続して大幅な営業

損失を計上いたしました。それに伴

い、連結ベースの営業活動によるキ

ャッシュ・フローも連続して大幅な

マイナスとなり、恒常的な資金不足

に陥っております。さらに、余剰人

員の削減等の事業改革、不採算事業

の整理を行った結果、中間純損失は

426,869千円となりました。この結

果、期 末 日 現 在 の 自 己 資 本 は

625,492千円となり、今後の経営計

画の達成状況及び追加資金調達の状

況によっては債務超過に陥る可能性

もあり、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 

 当社は、大都市圏での受注増加を

図るため、各拠点の統廃合を行い、

横浜支店を中心とした首都圏市場に

おいて、人間と自然の調和を目指す

新しい考え方「バウビオロギー」を

根底に、人に優しいを科学した自然

素材の住まい「バウビオホーム」の

積極的な販売活動を展開するととも

に、この新ブランド「バウビオホー

ム」を全国に普及すべく全国の工務

店とパートナーシップ契約を結び、

バウビオホームの原材料の供給を行

っていくための新会社「BAU BIO 

INTERNATIONAL株式会社」を平成17

年4月に立ち上げました。2年間に及

ぶリストラもようやく終結し、当初

200名以上いた社員と赤字拠点の整

理統合を実施し、固定費を大幅に削

減することができました。

当社は、当中間会計期間中ファイナ

ンスを行い、資本金は2,170,011千

円、資本剰余金は1,676,655千円と

なり、しかしながら主力の注文住宅

の 受 注 低 迷 に よ り、売 上 高 は

316,645千円となり、営業損失は前

中間会計期間429,188千円、当中間

会計期間530,743千円となり、連続

して大幅な営業損失を計上いたしま

した。それに伴い、連結ベース営業

活動によるキャッシュ・フローも連

続して大幅なマイナスとなり、恒常

的な資金不足に陥っております。さ

らに余剰人員の削減等の事業改革等

を行った結果、当中間純損失は、

858,717千円となり、利益剰余金は

858,717千円のマイナスとなりまし

た。この結果、当中間期末において

も営業キャッシュフローのマイナス

が続いており、今後の経営計画の達

成及び追加資金調達の状況によって

は資金不足に陥る可能性もあり、継

続企業の前提に関する重要な疑義が

発生しております。 

 当社は現在、早期黒字化のための

経営の抜本的改革途上であり、新規

事業をはじめとする積極経営の推進

に注力いたします。当社は、首都圏

に経営資源を集中するとともに、本

年8月には会社分割により、住宅事

業を100％子会社である千年の杜住

宅株式会社へ移管いたしました。こ

れにより株式会社千年の杜は、住

宅・不動産関連事業、投資事業、介

護事業、廃棄物処理事業といった複

数の事業体を支配する純粋持株会社

に移行し、業績の回復と安定を図っ

てまいります。 

 財務政策につきましては、平成18

年12月20日の新株予約権付社債の発

行により20億円を調達したことを始

めとして、エクイティファイナンス

を主とした資本の増強および資金収

支の改善を図る計画であります。 

 中間財務諸表は、注文住宅事業お

よび新規事業が軌道に乗り、経営計

画が達成可能という前提のもと、継

続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を

財務諸表には反映しておりません。

当社は、当事業年度中、４度のファ

イナンスを行いまして、資本金は

4,911,821 千 円、資 本 準 備 金 は

1,435,889千円となり、大幅な資本

増強を図りました。しかしながら主

力の注文住宅の受注低迷により、売

上高は2,326,055千円と前事業年度

2,511,700千円に比べ減少し、前事

業年度1,349,391千円、当事業年度

1,155,797千円と連続して大幅な営

業損失を計上いたしました。それに

伴い、営業活動によるキャッシュ・

フローも連続して大幅なマイナスと

なり、恒常的な資金不足に陥ってお

ります。さらに余剰人員の削減等の

事業改革、不採算拠点の整理による

拠点閉鎖費用の計上を行った結果、

当期純損失は、2,042,106千円、当

期未処理損失は5,403,113千円とな

りました。この結果、期末日現在の

自己資本は939,955千円となり、今

後の経営計画の達成及び追加資金調

達の状況によっては債務超過に陥る

可能性もあり、継続企業の前提に関

する重要な疑義が発生しておりま

す。 当社は、住宅関連事業におき

まして経営資源を横浜を中心とする

市場成長性の高い首都圏に集中する

為、名古屋以西の拠点を全て廃止

し、廃止する拠点のアフターサービ

スに関しましては関係会社である千

年の杜サービス株式会社に業務を移

行し、営業戦略としては横浜支店を

中核に首都圏市場を開拓していく方

針をかため、大幅な人員の削減を断

行いたしました。これによる来期の

固定費を年間約６億円削減できると

見込んでおります。今後は廃止拠点

の地方市場では地場の工務店、ゼネ

コンとのパートナーシップを結び、

輸入商社バウビオインターナショナ

ルによる直輸入の自然素材の提供に

よる「バウビオホーム」の間接的な

受注増をめざし、グループ全体の売

上に寄与していく方針です。  財

務諸表は、注文住宅事業が軌道に乗

り、経営計画が達成可能という前提

のもと、継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義

の影響を財務諸表には反映しており

ません。  

 

 

 



 
  

 



 
  
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 営業面については、従来の固定観

念に基づいた営業手法からの脱却を

目指し、全国工務店とのパートナー

シップ制度の拡大と設計事務所及び

ディベロッパー等との新たなネット

ワークの構築など、マーケットにこ

れまでにない多角的なアプローチで

商品とサービスの提供を行い、的確

なマーケティング手法で受注獲得に

努めてまいります。また、大学や病

院と連携したセミナーの開催など、

多角的なPR戦略により「バウビオホ

ーム」ブランドの浸透、拡大を図っ

てまいります。消費者の思考を経営

に反映させるために、思い切った組

織改革を断行し、活力のある「儲か

る営業体質」に生まれ変わる所存で

あります。 

 財務面につきましても、資本増強

を含む資金調達を実施することによ

り、自己資本の充実と財務体質の強

化を図り、経営の安定性を確保して

経営環境の急激な変化に対応いたす

所存であります。 

 中間財務諸表は、注文住宅事業が

軌道に乗り、経営計画が達成可能と

いう前提のもと、継続企業を前提と

して作成されており、このような重

要な疑義の影響を中間財務諸表には

反映しておりません。

 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１ 資産の評価基準及び

評価方法

(1) 有価証券

  子会社株式

   移動平均法による原価法

(1) 有価証券

  子会社株式

同左

(1) 有価証券

  子会社株式

同左

(2) たな卸資産

  販売用不動産及び未成工事支

出金

   個別法による原価法

  商品

   移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

  販売用不動産及び未成工事支

出金

同左

  商品

同左

(2) たな卸資産

  販売用不動産及び未成工事支

出金

同左

  商品

同左

２ 固定資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

  定率法によっております。

  ただし、賃貸用建物及び平成

10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備を除く。)

については、定額法によって

おります。

  主な資産の耐用年数は以下の

とおりであります。

   建物  ４年～27年

(1) 有形固定資産

       同左

  

  

(1) 有形固定資産

       同左

  

  

  

(2) 無形固定資産

  自社利用のソフトウェアにつ

いては社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 繰延資産の処理方法 新株発行費については支出時に全

額費用として処理しております。

       同左 社債発行費及び新株発行費につい

ては支出時に全額費用として処理

しております。

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上し

ております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

  完成工事に係る瑕疵補償に備

えるため、過去の実績を基礎

に発生見込額を計上しており

ます。

(2) 完成工事補償引当金

同左

(2) 完成工事補償引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認めら

れる額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に

基づき、計上しております。



項目
前中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

６ その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式によっております。

  

(1) 消費税等の会計処理

      同左

  ただし、控除対象外消費税等

については発生年度の期間費

用として処理しております。

(1) 消費税等の会計処理

      同左

      同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前会計年度末 
(平成18年３月31日)

(固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

       ― (固定資産の減損に係る会計基準)

 当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第6号 平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

        ― (貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準等) 
 （自己株式及び準備金の額の減少
等の一部改正） 
 当中間会計期間から、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準委員会 平成
17年12月９日 企業会計基準第５
号）及び「貸借対照表の純資産の部
の表示に関する会計基準等の適用指
針」（企業会計基準委員会 平成17
年12月９日 企業会計基準適用指針
第８号）並びに改正後の「自己株式
及び準備金の額の減少等に関する会
計基準」（企業会計基準委員会 最
終改正平成18年８月11日 企業会計
基準第1号）及び「自己株式及び準
備金の額の減少等に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準委員会
最終改正平成18年８月11日 企業会
計基準適用指針第２号）を適用して
おります。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 
 なお、従来の「資本の部」の合計
に相当する金額は29億83百万円であ
ります。 
 中間財務諸表等規則の改正によ
り、当中間会計期間における中間財
務諸表は、改正後の中間財務諸表等
規則により作成しております。 

       ―



表示方法の変更 

  

 
  

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前会計年度末 
(平成18年３月31日)

         ― （中間損益計算書） 

 前中間会計期間において営業外

費用の内訳として表示していた

「新株発行費償却」は、当期中間

会計期間より「株式交付費償却」

として表示する方法に変更してお

ります。

         ―

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

 平成16年５月に紛失した手形用紙

３枚について、平成17年９月13日付

で、大阪簡易裁判所において除権判

決が下されました。

       ―  平成16年５月に紛失した手形用紙

３枚について、平成17年９月13日付

で、大阪簡易裁判所において除権判

決が下されました。

 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

前中間会計期間末 
(平成17年９月30日)

当中間会計期間末
(平成18年９月30日)

前事業年度末 
(平成18年３月31日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

270,008千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

1,163千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

51,883千円

※２  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 
 
 

※２ 貸出コミットメント 

当社は連結子会社5社に対し

継続的資金提供契約に基づき

貸出を行っております。当該

貸出コミットメントに係る貸

出未実行残高は次の通りであ

ります。

貸出コミット
メントの総額

3,800,000千円

貸出実行残高 2,164,630千円

   差引額 1,635,370千円

   なお、上記貸出コミットメン

ト契約においては、借入人の

資金使途、信用状態等に関す

る審査を貸出の条件としてい

るものが含まれている（当中

間連結会計期間末の未実行残

高1,635,370千円）ため、必

ずしも全額が貸出実行される

ものではありません。

※２  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 ３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

その他に含めて表示しており

ます。

 ３ 消費税等の取扱い

     同左   

 

 

 

 ３ 消費税等の取扱い 

  同左

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 185千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 46,163千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 12,942千円

※２ 営業外費用の主要項目

新株発行費償却 46,946千円

※２ 営業外費用の主要項目

株式交付費償却 525,714千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 2,094千円

社債発行費償
却

150,000

新株発行費
償却

466,357

 

※３ 特別利益の主要項目

過年度損益修正益 55,099千円

関係会社株式売却益 4,850

 

※３ 特別利益の主要項目

貸倒引当金戻入 54,337千円

過年度損益修正益 94,241

新株予約権消却益 6,500

 

 

 

※３ 特別利益の主要項目

過年度損益修正益 52,596千円

関係会社株式売却益 4,850

 

※４    ＿

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 37,257千円

 

※４    ＿

 ※５ 減価償却実施額

有形固定資産 10,725千円

 

※４ 特別損失の主要項目

関係会社株式評
価損

60,000千円

拠点閉鎖損失 235,955

※５ 減価償却実施額

有形固定資産 70,820千円



 
  

無形固定資産 286 無形固定資産 430 無形固定資産 597



(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

１ 自己株式に関する事項 

   
(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 1,855 株 

  

  

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 1,346 1,855 ― 3,201



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、及び中

間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、及び中

間期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

有形 
固定資産 
(その他)

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウェア)

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

4,050 33,014 37,064

減価償却 
累計額 
相当額

3,712 28,120 31,833

中間 
期末残高 
相当額

337 4,893 5,230

  

有形
固定資産
(その他)

無形
固定資産
(ソフト 
ウェア)

合計

千円 千円 千円

取得価額 
相当額

― ― ―

減価償却 
累計額 
相当額

― ― ―

中間 
期末残高 
相当額

― ― ―

 

有形
固定資産
(その他)

無形 
固定資産 
(ソフト 
ウェア)

合計

千円 千円 千円

取得価額
相当額

― 21,420 21,420

減価償却
累計額 
相当額

― 19,635 19,635

期末残高
相当額

― 1,785 1,785

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 5,525千円

１年超 ―

合計 5,525

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 ―千円

１年超 ―  

合計 ―

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1,892千円

１年超 ―

合計 1,892

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 7,170千円

減価償却費 
相当額

6,698千円

支払利息相当額 129千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 762千円

減価償却費
相当額

714千円

支払利息相当額 7千円
 

３ 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 10,854千円

減価償却費
相当額

10,144千円

支払利息相当額 181千円

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

５ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっており

ます。

(減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失

はありません。

５ 利息相当額の算定方法

      同左 

 

 

 

 

(減損損失について）  

      同左

５ 利息相当額の算定方法

             同左 

 

 

 

 

(減損損失について） 

        同左



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年９月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計期間末(平成18年９月30日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末(平成18年３月31日現在) 

子会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純損失金額 

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

１株当たり純資産額 22円19銭 １株当たり純資産額 29円37銭 １株当たり純資産額 21円64銭

１株当たり中間純損失 18円56銭 １株当たり中間純損失 12円87銭 １株当たり当期純損失 73円17銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式は存在するものの１株当たり中間

純損失が計上されているため記載し

ておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失が計上されているた

め記載しておりません。

 当社は、平成16年10月１日付けで

10株を１株にする株式併合を行って

おります。 

 なお、当該株式併合が前期首に行

われたと仮定した場合の前中間会計

期間における１株当たり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産   △2円30銭   

１株当たり中間純損失 197円52銭

前中間会計期間末
(平成17年9月30日）

当中間会計期間末
(平成18年9月30日）

前事業年度
(平成18年3月31日）

中間貸借対照表の純資産の部の合計(千円) ― 2,984,910 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 2,984,910 ―

差額の主な内訳 
 新株予約権

― 1,700 ―

普通株式の発行済株式数(千株) ― 101,644 ―

普通株式の自己株式数(千株) ― 3 ―

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) ― 101,641 ―

前中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

前事業年度
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間(当期)純損失(千円) 426,869 858,717 2,042,106



普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失
(千円)

426,869 858,717 2,042,106

期中平均株式数(千株) 22,995 66,714 27,910

 希薄化効果を有しないため、潜
在株式調整後１株当たり中間(当
期）純利益金額の算定に含めなか
った潜在株式の概要

     ―     ―     ―



(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

１． 当社は平成17年11月29日開催の取締役会により、株式会社ＨＷジャパンの株式を取得し、子会

社化することを決議しました。当該株式取得の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載の

とおりであります。 

  

２． 当社は、平成17年12月25日開催の取締役会の決議により、株式会社ＦＧＦと業務提携契約を締

結いたしました。当該業務提携契約の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載のとおりで

あります。 

  

３． 当社は、平成17年12月25日開催の取締役会の決議によりMILLENNIUM INVESTMENT株式会社を設立

することにいたしました。当該新規事業開始の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載の

とおりであります。 

  

４． 当社は平成17年10月１日から平成17年12月21日までに新株予約権の行使を受けました。当該新

株予約権の行使の概要は、連結財務諸表の重要な後発事象に記載のとおりであります。 

  

  

当中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  (1)平成18年10月１日以降、下記のとおり、第5回新株予約権の行使がありました。 

        ・平成18年11月6日  新株予約権の数                10個  

              発行する株式の種類及び数  普通株式  3,125,000株  

              1株当たり払込金額                32円  

              合計払込金額              100,000,000円  

              新株予約権の発行価額           100,000円  

              増加した資本金             50,100,000円  

              増加した資本準備金           50,000,000円 

 

      ・平成18年11月14日  新株予約権の数                8個  

               発行する株式の種類及び数  普通株式  2,500,000株  

               1株当たり払込金額                32円  

               合計払込金額               80,000,000円  

               新株予約権の発行価額            80,000円  

               増加した資本金             40,080,000円  

               増加した資本準備金           40,000,000円  

   

 

   ・平成18年11月16日  新株予約権の数                7個  

               発行する株式の種類及び数  普通株式  2,187,500株  

               1株当たり払込金額                32円  

               合計払込金額               70,000,000円  

               新株予約権の発行価額            70,000円  



               増加した資本金             35,070,000円  

               増加した資本準備金           35,000,000円  

   

 

       ・平成18年11月16日   新株予約権の数                20個  

               発行する株式の種類及び数  普通株式  6,250,000株  

               1株当たり払込金額                32円  

               合計払込金額              200,000,000円  

               新株予約権の発行価額           200,000円  

               増加した資本金             100,200,000円  

               増加した資本準備金          100,000,000円 

  

               

 （2）平成18年12月４日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年12月20日に以下のとおり 

  第６回新株予約権を発行いたしました。 

       １．新株予約権の総数    

          200個  

       ２．新株予約権の1個当たりの払込金額   

          本新株予約権1個あたり金10,000円  

       ３．新株予約権の払込総額  

          金2,000,000円  

       ４．新株予約権の割当日  

          平成18年12月20日  

       ５．新株予約権の払込期日  

          平成18年12月20日  

       ６．募集方法  

          第三者割当の方法により、200個をKING CAPITAL HOLDINGS LIMITED.に割り当て 

          る。  

       ７．新株予約権の目的である株式の種類及び数  

          新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により 

          当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株 

          式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する数 

          は、行使請求に係る本新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを下記8(2) 

          の行使価額（ただし、下記11および12によって修正または調整された場合は修 

          正後または調整後の行使価額）で除して得られる最大単元株数とする。 

          各本新株予約権の目的である株式の数（以下「割当株式数」という。）は、当 

          該株式数を行使請求に係る本新株予約権の数で除した数とする。  

       ８．行使時の払込金額  

         （１）各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、行使価額（以下に定 

            義する。）に割当株式数を乗じた額とする。  

         （２）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに 

            代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または 



            移転を「交付」という。）する場合における株式1株あたりの払込金額（以 

            下「行使価額」という。）は、当初28円とする。  

       ９．新株予約権の行使期間  

          平成18年12月20日(水)から平成20年12月20日(土) までとする。  

       10．新株予約権の行使の条件  

          各本新株予約権の一部行使はできないものとする。  

       11．行使価額の修正  

          新株予約権の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以 

          降、行使価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日 

          は株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重 

          平均価格（以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。決定日 

          が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以 

          下「時価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株 

          式の普通取引の毎取引日のⅤＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満 

          小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「決定日価額」とい 

          う。）が、その時点で有効な行使価額を下回る場合には決定日価額に修正（以 

          下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）され、 

          それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記16で定める 

          行使価額の調整事由が生じた場合は、修正後行使価額は、本新株予約権の発行 

          要項に従い当社が適当と判断する値に修正される。ただし、かかる算出の結 

          果、修正後行使価額が9円（以下「下限行使価額」という。ただし、下記16に定 

          める調整を受ける。）を下回る場合には修正後行使価額は下限行使価額とす 

          る。  

       12．行使価額の調整  

          当社は、本新株予約権の発行後、当社が時価を下回る払込金額または処分価額 

          をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式を処分 

          する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券ま 

          たは当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付され 

          たものを含む。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分割に 

          より当社普通株式を発行する場合、および時価を下回る価額をもって当社普通  

          株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請 

          求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行するには、次に定める算 

          式により行使価額を調整する。  

 
               また、当社は株式の併合の場合等にも適宜行使価額を変更する。 

       13．本新株予約権の取得事由及び取得の条件  

        （１）当社は、当社取締役会が必要と認めた場合には、本新株予約権の発行日の翌 

           日以降、本新株予約権証書が発行されている場合は当社取締役会で定める取 

           得日に先立つ2週間以上前に新株予約権証券を当該取得日までに当社に提出す 

           べき旨を公告し、かつ新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に対して 

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株あたりの払込金額

  調整後

＝

調整前

×

新規発行(処分)前の株価

  行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数



           通知を行った上で、当該取得日に、本新株予約権1 個当たり10,000円にて、 

           残存する本新株予約権の全部または一部を取得することができる。一部取得 

           をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。  

        （２）当社は、株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを 

           当社の株主総会で承認決議した場合、本新株予約権証券が発行されている場 

           合は当社取締役会で定める取得日に先立つ2週間以上前に新株予約権証券を当 

           該取得日までに当社に提出すべき旨を公告し、かつ、新株予約権原簿に記載 

           された各新株予約権者に対して通知を行った上で、当該取得日に、本新株予 

           約権1個当たり10,000円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。  

        14．新株予約権の譲渡制限  

           本新株予約権の譲渡は、当社取締役会の承認を要するものとする。  

    （3）平成18年12月４日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年12月20日に以下のとおり 

      第５回新株予約権付社債を発行いたしました。 

      １．発行総額  20億円  

      ２．発行価額  額面100円につき金100円  

       （各社債の金額 金50百万円の１種）  

      ３．利率    本新株予約権付社債には利息を付さない。  

      ４．償還期限  平成20年12月20日  

       （額面100円につき金100円で償還）  

      ５．払込期日  平成18年12月20日  

      ６．資金の使途 事業規模の拡大により企業価値を高めるためのバウビオホームを始め  

              とする住宅事業ならびに介護ビジネス、環境関連事業等の長期運転資 

              金および投融資資金に充当する予定。 

      ７．物上担保・保証の有無   

         本新株予約権付社債には物上担保および保証は付されておらず、また本新株予約 

         権付社債のために特に留保されている資産はない。 

      ８．本社債に付する本新株予約権の数  

         各本社債に付する本新株予約権の数は1 個とし、合計40 個の本新株予約権を発行 

         する。  

      ９．新株予約権の内容  

        ①新株予約権の目的となる株式の種類  

         当社普通株式  

        ②新株予約権の目的となる株式の数  

         本新株予約権の行使請求により当社が当社の普通株式を新たに発行または当社の 

         有する当社の普通株式を移転する数は、行使請求にかかる本社債の払込金額の総 

         額を、下記③の転換価額（ただし、下記④および⑤によって修正され場合は、修 

         正後または調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。 

        ③転換価額   

                  転換価額は当初28円とする。 

        ④転換価額の修正 

         新株予約権の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、  

         転換価額は、決定日まで（当日を含む。）の3連続取引日（ただし、取引日は株  



         式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引に係る売買高加重平均  

         価格（以下「ⅤＷＡＰ」という。）が算出されない日を含まない。決定日が取引  

         日でない場合には、決定日の直前の取引日までの3連続取引日とする。以下「時  

         価算定期間」という。）の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通  

         取引の毎取引日のⅤＷＡＰの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第2  

         位まで算出し、その小数第2位を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）が、  

         その時点で有効な転換価額を下回る場合には決定日価額に修正（以下、決定日価 

         額に修正された転換価額を「修正後転換価額」という。）され、それ以外の場合  

         には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記(7)で定める転換価額の調整事  

         由が生じた場合は、修正後転換価額は、本新株予約権の発行要項に従い当社が適 

         当と判断する値に修正される。ただし、かかる算出の結果、修正後転換価額が9円 

         （以下「下限転換価額」という。ただし、下記(7)に定める調整を受ける。）を下 

         回る場合には修正後転換価額は下限転換価額とする。  

        ⑤転換価額の調整 

         当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社が時価を下回る払込金額または処  

         分価額をもって当社普通株式を新たに発行しまたは当社の有する当社普通株式  

         を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる  

         証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に  

         付されたものを含む。）の転換または転換による場合を除く。）ならびに株式分  

         割により当社普通株式を発行する場合、および時価を下回る価額をもって当社  

         普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付  

         を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行するには、次に定め  

         る算式により転換価額を調整する。  

 
       ⑥新株予約権の行使請求期間 

         本新株予約権付社債の社債権者は、平成18年12月20日から平成20年12月20日まで 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

（1） 平成18年4月24日開催の取締役会の決議に基づき、平成18年5月10日に以下のとおり、第5回新株

予約権を発行いたしました。  

発行する新株予約権の総数は200個で、発行価額は新株予約権1個あたり金10,000円、第三者割当

の方法により、DKR Soundshore Oasis Holding Fund Ltd.に、発行総額2,000,000円を割り当て

る。  

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権の行使請求により発行す

る数は、行使請求に係る新株予約権の数に10,000,000円を乗じ、これを行使価額で除して得られ

る最大単元株式数とする。  

新株予約権の行使に際して払い込むべき額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とし、新株の発

行価額のうち資本へ組み入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、1円未満の端数を生

じる場合はその端数を切り上げた額とする。  

新株予約権の行使により発行する株式の発行総額は2,001,620,000円であり、行使価額が修正され

た場合は、発行総額は増加または減少する。  

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数×１株あたりの払込金額

  調整後

＝

調整前

×

新規発行(処分)前の株価

  行使価額 行使価額 既発行株式数＋新規発行(処分)株式数



新株予約権の申込期日及び払込期日は平成18年5月10日であり、新株予約権の行使期間は平成18年5月

10日から平成20年5月10日までとする。  

新株予約権の行使により払い込まれた資金は、運転資金に充当する予定である。  

 

 

(2) 平成18年５月26日開催の取締役会において，平成18年６月29日開催予定の第42回定時株主総

会に，下記のとおり、資本の減少について付議することを決議いたしました。  

①資本減少の目的  

資本減少による欠損補填を行うことにより、当社財務内容の健全化を図るものであります。   

②減少すべき資本の額  

 平成18年３月31日現在の資本の額4,911,821,639円を4,211,821,639円減少します。  

 なお、資本の欠損補填に充てる額は3,967,224,075円とし、残余額244,597,564円はその他資本 

剰余金と  

して処理します。  

③資本減少の方法  

 発行済株式総数の変更を行わず、無償で資本の額のみを減少します。  

④資本減少の日程  

 株主総会決議日     平成18年６月29日  

 債権者申述最終期日   平成18年７月31日（予定）  

 減資の効力発生日    平成18年８月１日（予定）  

 

 

(3) 平成18年５月26日開催の当社取締役会において、平成18年８月１日を効力発生日として、会

社分割により、当社の住宅事業部(事業内容：木造注文住宅・リフォーム・増改築に係る受注等)

の全事業を100％子会社である「千年の杜建設株式会社」に承継する会社分割契約を締結する旨の

決議を行いました。これは、住宅事業の首都圏集中による競争力の強化を図るとともに、企業グ

ループ全体の事業の再編成・再構築により、各事業における「競争優位の確立」に努めるためで

あります。  

分割の形態は分社型吸収分割であり、分割する事業部門の平成18年３月期における売上高は785百

万円、営業損失は158百万円となっております。  

承継会社である「千年の杜建設株式会社」の平成18年３月31日現在における総資産額は73百万

円、純資産額は△23百万円、従業員数は４人となっております。  

 

(4) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回新株予約権の行使がありました。  

    ・平成18年４月24日 新株予約権の数                70個  

              発行する株式の種類及び数  普通株式 11,725,280株  

              1株当たり払込金額              59.7円  

              合計払込金額             699,999,216円  

              新株予約権の発行価額           700,000円  

              増加した資本金            352,458,400円  

              増加した資本準備金          348,240,816円  

        ・平成18年５月11日 新株予約権の数                     10個  



              発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円   

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,818,180株  

              1株当たり払込金額                55円  

              合計払込金額             99,999,900円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,009,040円  

                            増加した資本準備金                   49,090,860円  

        ・平成18年５月30日 新株予約権の数                     10個  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 1,915,700株  

              1株当たり払込金額              52.2円  

              合計払込金額             99,999,540円  

                            新株予約権の発行価額               100,000円  

                            増加した資本金             51,823,900円  

                            増加した資本準備金                   48,275,640円  

 

 

(5) 平成18年４月１日以降、下記のとおり、第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の新 

    株予約権の行使に伴う転換がありました。  

    ・平成18年４月10日 新株予約権の数                ８個  

              転換した社債金額           200,000,000円  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 2,945,508株  

              1株当たり払込金額              67.9円  

                            増加した資本金             100,147,272円  

                            増加した資本準備金           99,852,722円  

        ・平成18年４月24日 新株予約権の数                     12個  

              転換した社債金額           300,000,000円  

              発行する株式の種類及び数   普通株式 5,025,545株  

              1株当たり払込金額               59.7円  

                           増加した資本金            150,753,750円  

                            増加した資本準備金                  149,246,213円  

        ・平成18年５月22日 新株予約権の数                     12個  

              転換した社債金額           300,000,000円  

               発行する株式の種類及び数   普通株式 5,454,545株   

              1株当たり払込金額                55円  

                          増加した資本金            152,727,260円  

                            増加した資本準備金                  147,272,715円  



   (6) 平成18年４月20日開催の取締役会決議により、第３回新株予約権650個について、 

          平成18年５月８日付をもって、これを無償にて消却いたしました。  



(2) 【その他】 

平成17年3月に、当社の業務縮小に伴い人員整理を行なった後、元当社従業員2名により解雇を不服と

して平成17年6月大阪地方裁判所に損害賠償請求の訴えが提起され、現在審理中であります。(当社に対

する損害賠償請求金額は122百万円であります） 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

 平成18年４月24日関東財務局長に提出  

(2) 臨時報告書 

 平成18年５月26日関東財務局長に提出 

 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号（会社の分割）に基づく臨時報告書であ 

  ります。 

(3) 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度 (第42期) (自平成17年４月１日 至平成18年３月31日) 平成18年６月30日関東財務局長  

  に提出 

(4) 有価証券届出書（新株予約権証券）及びその添付書類 

 平成18年12月４日関東財務局長に提出  

(5) 有価証券届出書（新株予約権付社債）及びその添付書類 

 平成18年12月４日関東財務局長に提出  

  

  



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成17年12月21日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行っ

た。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手

続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監

査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、株式会社千年の杜及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は主力の注文住宅の受注低迷により、連続して大幅な

営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあり、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映

していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

監査法人 ナカチ

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   安 藤  算 浩 ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士   平  田   卓 ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出

会社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月20日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平

成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間

連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査

を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結

財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手

続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監

査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、株式会社千年の杜及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は主力の注文住宅の受注低迷により、大幅な営業損失

を連続して計上している。また、営業活動によるキャッシュ・フローも連続してマイナスとなっており、恒

常的な資金不足に陥っている。このため、会社は事業改革などを行っているが、当期中間連結決算でも営業

キャッシュ・フローがマイナスとなっている状況にあり、継続企業の前提に関する重大な疑義が存在してい

る。当該状況に関する経営計画等は、当該注記に記載されている。 

 中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務

諸表には反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

末広監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  飯 田  信 夫 ㊞

 
業務執行社員

公認会計士  鈴 木  泰 孝 ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出

会社が別途保管しております。



 



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成17年12月21日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第42期事業年度の中間会計期間（平成

17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算

書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果

として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社千年の杜の平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は主力の注文住宅の受注低迷により、連続して大幅な

営業損失及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上している状況にあり、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸

表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していな

い。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

                                 以上

  

 

監査法人 ナカチ

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  安 藤  算 浩 ㊞

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  平  田   卓 ㊞

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出

会社が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年12月20日

株式会社千年の杜 

取締役会 御中 

 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社千年の杜の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第43期事業年度の中間会計期間（平成

18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書

及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中

心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果

として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社千年の杜の平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は主力の注文住宅の受注低迷により、大幅な営業損失

を連続して計上している。また、営業活動によるキャッシュ・フローも連続してマイナスとなっており、恒

常的な資金不足に陥っている。このため、会社は事業改革などを行っているが、当中間決算でも営業キャッ

シュ・フローがマイナスとなっている状況にあり、継続企業の前提に関する重大な疑義が存在している。当

該状況に関する経営計画等は、当該注記に記載されている。 

 中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重大な疑義の影響を中間財務諸表には

反映していない。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

  

                                 以上

  

末広監査法人

代表社員 
業務執行社員

公認会計士  飯 田  信 夫 ㊞

 
業務執行社員

公認会計士  鈴 木  泰 孝 ㊞



 

(注記文) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出

会社が別途保管しております。
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